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１． 策定委員会設置要綱
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３． 関連法令（抜粋） １． 計画策定の背景

我が国では、昭和５３（１９７８）年以降、国民主体の健康づくり運動が進められ、健康診

査の充実や運動習慣に重点を置いた対策等、様々な健康づくりの施策・取組が推進され

てきました。平成１２（２０００）年には、国民健康づくりプラン「健康日本２１」、平成２５

（２０１３）年には、国民健康づくりプラン「健康日本２１（第２次）」が体系的にまとめられ、健

康寿命の延伸や健康格差の縮小、生活習慣病の発症と重症化の予防、健康づくりに向け

た社会環境の整備等、様々な角度から国民の健康に資する施策・取組を推進しています。

また、「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養」「飲酒」「喫煙」「歯・口腔の健康」の各分野

について、改善するための目標値を設定しており、市町村健康増進計画においても上記の

分野に沿った目標設定と、目標の評価をふまえた健康づくりの施策・取組が検討されてき

ました。

現在国では、次期計画にあたる「健康日本２１（第３次）」（令和６年度～）の策定にあたり、

「誰一人取り残さない健康づくり」を推進するための視点や方向性を整理し、健康づくりに

関する「より実効性をもつ取組の推進」に向けて、具体的な方策を模索しているところにな

ります。同プランでは、国民の健康増進の推進に関する基本的な方向として、以下の４点が

示される予定です。

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小

（２）個人の行動と健康状態の改善

○栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する

生活習慣の改善

○生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防及び重症化予防

（生活習慣病以外の、健康に影響を与える様々な要因も考慮）

○生活機能の維持・向上の観点もふまえた取組の推進

（３）社会環境の質の向上

○社会とのつながり、こころの健康の維持・向上に向けた取組の推進

○関係省庁と連携した取組の推進

○健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりの推進

○保健・医療・福祉等へのアクセスの確保、自らの健康情報を入手できるインフラの

整備、科学的根拠に基づいた健康の情報を入手・活用できる基盤の構築等

（４）ライフコースアプローチをふまえた健康づくり

○各ライフステージに特有の健康づくり

○ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に

捉えた健康づくり）の推進
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また、徳島県でも「誰一人取り残さない！安心して暮らせる持続可能な健康とくしまの

実現」を基本理念とする「健康徳島２１」の改訂を進めており、「健康日本２１（第３次）」と同

様に、「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを

ふまえた健康づくり」の３分野の取組によって、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を目

指しています。

以上のような流れを受けて本町でも、平成２５年に「健康きたじま２１（第２次）」（以下、

「前期計画」）を策定し、健康づくりに関する様々な取組を推進してきました。同計画の計画

期間が令和５（２０２３）年度をもって終了することから、本町の健康づくりに関する課題を

把握し、社会の変化を見据えた適切な施策・取組を推進していけるように、「健康きたじま

２１（第３次）」（以下、「本計画」）を策定します。

２． 計画の位置づけ

本計画では「市町村健康増進計画」と「市町村自殺対策計画」を一体的に策定すること

で、本町の健康増進と自殺対策に関する現状等を総合的に把握・検討し、健康づくりにか

かる様々な施策・取組を推進していきます。

（１） 「健康増進計画」の法的位置づけ

「健康増進計画」は、「健康増進法」（第８条第２項）（平成１５年５月施行）の規定に基づき

市町村が策定する計画であり、住民の健康増進に向けた理念や施策・取組等を定めたも

のです。（詳細は ５８）

（２） 「自殺対策計画」の法的位置づけ

「自殺対策計画」は、「自殺対策基本法」（第１３条）（平成１８年１０月施行）の規定に基づ

き市町村が策定する計画であり、自殺対策に関する包括的な支援を推進するための施

策・取組等を定めたものです。（詳細は ５８）

（３） 北島町の関連計画の位置づけ

本計画は、国の「健康日本２１（第二次）」（平成２５年度～令和５年度）、徳島県の「健康

徳島２１」（平成３０年度～令和５年度）との整合性を図るとともに、「北島町第５次振興計画

後期基本計画」（令和４年度～令和８年度）をはじめとした、健康づくりに関連する計画の

趣旨をふまえ、整合性を図りつつ策定します。

３． 計画の期間

この計画の目標年次は令和１７（２０３５）年度とし、計画の期間は令和６（２０２４）年度か

ら令和１７年度までの１２年間とします。なお、令和１１（ ）年度を目途に中間評価を行

います。

４． 計画の策定体制

（１） 計画の策定体制

① 健康きたじま２１策定委員会の開催

本計画の健康づくり分野に関する幅広い視点からの検討を進めるために、令和５

（２０２３）年度に計３回、健康きたじま２１策定委員会を開催し、会議での検討内容を

もとに計画策定を進めていきました。

② パブリックコメントの実施

本計画に対して幅広く住民の意見を取り入れるために、計画案の内容等を公表するパ

ブリックコメントを実施しました。

【実施期間】令和５年１２月１３日～令和５年１２月２７日

   第１期北島町地域福祉計画（令和４年度～令和８年度）

○ 健康きたじま２１（第３次）（令和６年度～令和１７年度）

○ 第３次北島町食育推進計画（令和２年度～令和６年度）

○ 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）（平成３０年度～令和５年度）

○ 第８期北島町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）

健康徳島２１（平成３０年度～令和５年度）

健康日本２１（第2次）（平成２５年度～令和５年度）

北島町

第５次振興

計画 後期

基本計画
（令和４年度～

令和８年度）
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（２） 調査の実施概要

計画見直しの基礎資料とするため、令和４（２０２２）年度にアンケート調査を実施しまし

た。調査方法等の概要は以下のとおりです。

◎ 北島町健康と生活習慣に関するアンケート調査

調査対象 １６歳以上の町民３，０００人（無作為抽出）
調査対象者数

（配布数）
３，０００件

調査期間
令和５年２月１日（水）

～令和５年３月３日（金）
有効回収数 １， 件

調査方法
郵送による配布、

郵送またはＷｅｂによる回答
有効回収率 ％

５． 計画の管理・推進体制

（１） 計画の進捗管理・見直し

本計画をより実効性のあるものとしていくため、本計画の進捗状況を把握し、進捗管理

を計画的に行います。進捗管理の方法については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、取組の計画

（Ｐｌａｎ）を実行（Ｄｏ）し、その結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）・見直し後、適宜修正（Ａｃｔｉｏｎ）してい

きます。

本計画において設定した分野別目標値については、健診・医療の統計資料等を活用し

て現状の把握を行うことで、達成状況を総合的に評価します。

（２） 計画の推進体制

住民一人ひとりが自身の健康に関心を持ち健康づくりの主体となるように、積極的に健

康づくりの行動を起こすことを前提としながら、地域全体で健康づくりや自殺対策に関わ

る施策・事業を推進し、行政や関係団体等が相互に連携・協力を図ります。また、健康づく

りや自殺対策の取組を社会全体で支援する環境整備に努めます。
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１． 統計データからみる北島町の特徴

（１） 人口

本町の人口は、令和５（２０２３）年４月末時点で、男性１１，４５５人、女性１２，０７４人、合

計２３，５２９人となっています。約１０年前の平成２５（２０１３）年９月末時点と比較すると、男

性は４５８人、女性は４９３人増加、総人口は９５１人増加しています。

年齢階層別にみると、約１０年前の男性・女性ともに「３５歳～３９歳」が最も多くなってい

ましたが、現在は男性・女性ともに「４５歳～４９歳」が最も多くなっています。

北島町の５歳階層別人口ピラミッド（平成２５年９月末）

男性 人

女性 人

総人口 人

北島町の５歳階層別人口ピラミッド（令和５年４月末）

男性 人

女性 人

総人口 人

【出典】住民基本台帳人口
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（２） 調査の実施概要

計画見直しの基礎資料とするため、令和４（２０２２）年度にアンケート調査を実施しまし
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りや自殺対策の取組を社会全体で支援する環境整備に努めます。
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計２３，５２９人となっています。約１０年前の平成２５（２０１３）年９月末時点と比較すると、男

性は４５８人、女性は４９３人増加、総人口は９５１人増加しています。

年齢階層別にみると、約１０年前の男性・女性ともに「３５歳～３９歳」が最も多くなってい

ましたが、現在は男性・女性ともに「４５歳～４９歳」が最も多くなっています。
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（２） 出生

本町の出生数は、令和４（２０２２）年時点で、１８５人となっています。平成２５（２０１３）年

以降増減を繰り返していたものの、令和元（２０１９）年には出生数が２００人を下回ってい

ます。全国・徳島県と比較すると、本町の合計特殊出生率は０．３ポイント程度高く推移して

おり、令和３（２０２１）年時点で１．６９となっています。

北島町の出生数、全国・徳島県・北島町の合計特殊出生率

【出典】厚生労働省「人口動態統計」、徳島県「徳島県人口移動調査年報」
※令和４年は北島町の出生数のみ掲載。

（３） 死亡

○死因別死亡率 （上位５項目抜粋）

本町の死因別死亡率は、平成２９（２０１７）年以降一貫して、「悪性新生物」が死因第１位

で最も多くなっています。また、令和元（２０１９）年までは、死因第２位が「循環器系（心疾

患）」でしたが、令和２（２０２０）年以降は「呼吸器系疾患（肺炎等）」が上回っています。

全国・徳島県と比較すると、本町の死因は「呼吸器系疾患（肺炎等）」がやや多い一方、

「老衰等」がやや少なくなっています。

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

人

出生数 北島町 合計特殊出生率
徳島県 合計特殊出生率 全国 合計特殊出生率

全国・徳島県・北島町の死因別死亡率

【出典】徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」

○死亡数に占める性別・死因の割合 （上位７項目抜粋）

令和３（２０２１）年時点の性別・死因別死亡数をみると、男性では悪性新生物が ％

で最も多く、次いで循環器疾患・呼吸器系疾患がそれぞれ ％となっています。一方、

女性では、循環器疾患が ％で最も多く、次いで悪性新生物が ％、呼吸器系疾

患が ％となっています。

北島町の死亡数に占める性別・死因の割合（令和３年）

【出典】徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」（令和３年時点）
※「循環器の疾患」には、高血圧や大動脈瘤等、心疾患以外の数も含む。

徳島県 全国

平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和３ 令和３

悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物
循環器系
（心疾患）

新生物
（悪性新生物等）

51人 62人 75人 57人 63人

循環器系
（心疾患）

循環器系
（心疾患）

循環器系
（心疾患）

呼吸器系疾患
（肺炎等）

呼吸器系疾患
（肺炎等）

新生物
（悪性新生物等）

循環器系疾患
（心疾患等）

38人 29人 35人 33人 36人

呼吸器系疾患 老衰等 呼吸器系疾患
循環器系
（心疾患）

循環器系
（心疾患）

呼吸器系疾患
（肺炎等）

老衰等

33人 22人 31人 24人 28人

循環器系
（脳血管疾患）

循環器系
（脳血管疾患）

循環器系
（脳血管疾患）

老衰等 老衰等 老衰等
呼吸器系疾患

（肺炎等）

17人 18人 20人 22人 18人

老衰等 呼吸器系疾患 老衰等 消化器系疾患
消化器系疾患
循環器系（脳）

事故等 事故等

14人 17人 18人 13人 11人

死亡数 総数
（死亡率）

212人 203人 207人 194人 205人
10,465人
（1,482.3）

1,439,856人
（1172.7）

死因第５位

死因第２位

死因第３位

死因第４位

死因第１位

（上段：死因名）
（下段：死亡数）

※全国・徳島県は
死亡率。

悪性新生物 循環器系

疾患

呼吸器系

疾患

老衰等 脳血管疾患 肝疾患 腎不全

男性（ ）

女性（ ）
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以降増減を繰り返していたものの、令和元（２０１９）年には出生数が２００人を下回ってい

ます。全国・徳島県と比較すると、本町の合計特殊出生率は０．３ポイント程度高く推移して
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悪性新生物 循環器系

疾患
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○悪性新生物による死亡数に占める性別・悪性新生物の内訳 （上位５項目を抜粋）

令和３（２０２１）年時点の性別・悪性新生物（がん）の内訳をみると、男性では「気管・気

管支及び肺」が ％、女性では「膵」が ％で最も多くなっています。

北島町の悪性新生物による死亡数に占める性別・悪性新生物の内訳（令和３年）

【出典】徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」（令和３年時点）

○自殺者数・自殺死亡率

本町の自殺者数は、平成２５（２０１３）年以降増減を繰り返し、令和４（２０２２）年時点で、

２人となっています。

全国と比較すると、徳島県の自殺死亡率は、平成３０（２０１８）年以降低い割合で推移し

ています。本町の自殺死亡率についても、平成２９（２０１７）年以降低い割合で推移してい

ます。

北島町の自殺者数、全国・徳島県・北島町の自殺死亡率

【出典】厚生労働省「自殺の統計 地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」

気管・気管支

及び肺

膵 直腸 状結腸

移行部及び直腸

胃 肝及び肝内胆管

男性（ ）

女性（ ）

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

人

自殺者数 北島町 自殺死亡率 徳島県 自殺死亡率 全国 自殺死亡率

（４） 要介護認定率

要支援・要介護認定者数（第２号被保険者含む）は増加傾向にあり、令和５（ ）年

５月末時点の第１号被保険者の認定率は ％を占めています。

要支援・要介護認定者数の内訳をみると、要支援２と要介護２の占める割合が多くなっ

ています。

北島町の要介護度別認定者数、要介護認定率の推移

※「認定率」は、第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数
【出典】地域包括ケア「見える化」システム

（５） 平均寿命

本町の平均寿命は、令和３（２０２１）年時点で、男性が８１．３０年、女性が８７．４０年とな

っています。

全国と比較すると、本町の平均寿命は男性・女性ともにやや低くなっています。一方、徳

島県と比較すると、男性・女性ともにやや高くなっています。

全国・徳島県・北島町の性別・平均寿命

【出典】厚生労働省「令和３年簡易生命表」、徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」（令和３年時点）

令和元年

９月末

令和２年

９月末

令和３年

９月末

令和４年

９月末

令和５年

５月末

人

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要支援

要支援

第１号被保険者の

認定率

北島町 徳島県 全国

年

男性

女性



○悪性新生物による死亡数に占める性別・悪性新生物の内訳 （上位５項目を抜粋）

令和３（２０２１）年時点の性別・悪性新生物（がん）の内訳をみると、男性では「気管・気

管支及び肺」が ％、女性では「膵」が ％で最も多くなっています。

北島町の悪性新生物による死亡数に占める性別・悪性新生物の内訳（令和３年）

【出典】徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」（令和３年時点）

○自殺者数・自殺死亡率

本町の自殺者数は、平成２５（２０１３）年以降増減を繰り返し、令和４（２０２２）年時点で、

２人となっています。

全国と比較すると、徳島県の自殺死亡率は、平成３０（２０１８）年以降低い割合で推移し

ています。本町の自殺死亡率についても、平成２９（２０１７）年以降低い割合で推移してい

ます。

北島町の自殺者数、全国・徳島県・北島町の自殺死亡率

【出典】厚生労働省「自殺の統計 地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」

気管・気管支

及び肺

膵 直腸 状結腸

移行部及び直腸

胃 肝及び肝内胆管

男性（ ）

女性（ ）

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

人

自殺者数 北島町 自殺死亡率 徳島県 自殺死亡率 全国 自殺死亡率

（４） 要介護認定率

要支援・要介護認定者数（第２号被保険者含む）は増加傾向にあり、令和５（ ）年

５月末時点の第１号被保険者の認定率は ％を占めています。

要支援・要介護認定者数の内訳をみると、要支援２と要介護２の占める割合が多くなっ

ています。

北島町の要介護度別認定者数、要介護認定率の推移

※「認定率」は、第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数
【出典】地域包括ケア「見える化」システム

（５） 平均寿命

本町の平均寿命は、令和３（２０２１）年時点で、男性が８１．３０年、女性が８７．４０年とな

っています。

全国と比較すると、本町の平均寿命は男性・女性ともにやや低くなっています。一方、徳

島県と比較すると、男性・女性ともにやや高くなっています。

全国・徳島県・北島町の性別・平均寿命

【出典】厚生労働省「令和３年簡易生命表」、徳島県「徳島県保健・衛生統計年報」（令和３年時点）

令和元年

９月末

令和２年

９月末

令和３年

９月末

令和４年

９月末

令和５年

５月末

人

要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

要支援

要支援

第１号被保険者の

認定率

北島町 徳島県 全国

年

男性

女性



（６） 各種健（検）診の状況

○肥満・痩せの状況（ ）

本町の特定健診受診者について、令和４（２０２２）年時点の肥満（ＢＭＩ２５．０以上）の割

合をみると、男性・女性ともに５０歳代で最も多くなっています。

また、高年齢層の痩せ（ＢＭＩ２０．０以下）の割合をみると、いずれの年代でも女性の割

合が２割を上回っており、多くなっています。

北島町の特定健診受診者の肥満・痩せの割合（令和４年）

【出典】北島町 健診データ（令和４年時点）より算出

○各種健（検）診受診率

令和４年の本町の検診受診率は、胃がん検診が２．４％、肺がん検診が４．２％、大腸が

ん検診が６．２％、乳がん検診が１４．５％、子宮頸がん検診が１７．１％となっています。いず

れの検診も、平成２７（２０１５）年以降横ばいで推移しています。

また、令和４年の本町の特定健診受診率は３９．２％、特定保健指導実施率は７１．０％と

なっています。特定健診受診率は、平成２５（２０１３）年以降横ばいで推移していたものの、

平成２９（２０１７）年以降増加傾向にあります。一方、特定保健指導実施率は、平成２５年以

降増減を繰り返していたものの、令和４年は令和元（２０１９）年に引き続き高い割合になっ

ています。

４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０～７４歳 ６０歳代 ７０～７４歳

２５．０以上 ２０．０以下

男性

女性

北島町の検診受診率

北島町の特定健診受診率・特定保健指導実施率

【出典】北島町 健診データ（令和４年時点）より算出

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

％

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 乳がん検診 子宮頸がん検診

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

％

特定健診受診率 特定保健指導実施率

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

特定健診受診率

特定保健指導実施率



（６） 各種健（検）診の状況

○肥満・痩せの状況（ ）

本町の特定健診受診者について、令和４（２０２２）年時点の肥満（ＢＭＩ２５．０以上）の割

合をみると、男性・女性ともに５０歳代で最も多くなっています。

また、高年齢層の痩せ（ＢＭＩ２０．０以下）の割合をみると、いずれの年代でも女性の割

合が２割を上回っており、多くなっています。

北島町の特定健診受診者の肥満・痩せの割合（令和４年）

【出典】北島町 健診データ（令和４年時点）より算出

○各種健（検）診受診率

令和４年の本町の検診受診率は、胃がん検診が２．４％、肺がん検診が４．２％、大腸が

ん検診が６．２％、乳がん検診が１４．５％、子宮頸がん検診が１７．１％となっています。いず

れの検診も、平成２７（２０１５）年以降横ばいで推移しています。

また、令和４年の本町の特定健診受診率は３９．２％、特定保健指導実施率は７１．０％と

なっています。特定健診受診率は、平成２５（２０１３）年以降横ばいで推移していたものの、

平成２９（２０１７）年以降増加傾向にあります。一方、特定保健指導実施率は、平成２５年以

降増減を繰り返していたものの、令和４年は令和元（２０１９）年に引き続き高い割合になっ

ています。

４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０～７４歳 ６０歳代 ７０～７４歳

２５．０以上 ２０．０以下

男性

女性

北島町の検診受診率

北島町の特定健診受診率・特定保健指導実施率

【出典】北島町 健診データ（令和４年時点）より算出

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

％

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 乳がん検診 子宮頸がん検診

平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和元 令和２ 令和３ 令和４

％

特定健診受診率 特定保健指導実施率

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

特定健診受診率

特定保健指導実施率



２． 生活習慣の状況  （アンケート調査結果）
（１） 栄養・食生活

①自身の食生活について思うこと

○ 自身の食生活について思うことについて、「特に問題はないと思う」が３９．８％で最も多く、次

いで「問題があるので改善したい」が２３．７％、「問題があると思うが、改善しようと思わない」

が１６．２％となっています。

○ 「問題があるので改善したい」は女性が２６．５％と、男性の２０．５％に比べて多くなっていま

す。また、ＢＭＩ２５．０以上が３３．７％と他の区分に比べて多くなっています。

問題がある
ので改善
したい

問題があると
思うが、

改善の仕方が
分からない

問題があると
思うが、

改善しようと
思わない

特に問題は
ないと思う

関心がない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ

②普段の食事で心がけていること

○ 普段の食事で心がけていることについて、「バランスよく食べること」が６９．５％で最も多く、次い

で「規則正しく食べること」が４５．６％、「おいしさや楽しさなどの食の豊かさを感じること」が

４０．７％となっています。

③外食と比べた自宅の食事の味付け

○ 外食と比べた自宅の食事の味付けについて、「外食より薄い」が ％で最も多く、次いで

「同じぐらい」が ％、「外食より濃い」が ％となっています。

バ
ラ
ン
ス
よ
く

食
べ
る
こ
と

規
則
正
し
く

食
べ
る
こ
と

お
い
し
さ
や
楽
し
さ

な
ど
の
食
の
豊
か
さ

を
感
じ
る
こ
と

家
族
や
友
人
と

食
卓
を
囲
む
こ
と

自
分
で
調
理

す
る
こ
と

食
品
表
示
を

参
考
に
す
る
こ
と

正
し
い
作
法
で

食
事
を
す
る
こ
と

地
元
の
食
材
を

使
用
す
る
こ
と

そ
の
他

当
て
は
ま
る

も
の
は
な
い

無
回
答

同じぐらい

外食より濃い

外食より薄い

無回答



２． 生活習慣の状況  （アンケート調査結果）
（１） 栄養・食生活

①自身の食生活について思うこと

○ 自身の食生活について思うことについて、「特に問題はないと思う」が３９．８％で最も多く、次

いで「問題があるので改善したい」が２３．７％、「問題があると思うが、改善しようと思わない」

が１６．２％となっています。

○ 「問題があるので改善したい」は女性が２６．５％と、男性の２０．５％に比べて多くなっていま

す。また、ＢＭＩ２５．０以上が３３．７％と他の区分に比べて多くなっています。

問題がある
ので改善
したい

問題があると
思うが、

改善の仕方が
分からない

問題があると
思うが、

改善しようと
思わない

特に問題は
ないと思う

関心がない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ

②普段の食事で心がけていること

○ 普段の食事で心がけていることについて、「バランスよく食べること」が６９．５％で最も多く、次い

で「規則正しく食べること」が４５．６％、「おいしさや楽しさなどの食の豊かさを感じること」が

４０．７％となっています。

③外食と比べた自宅の食事の味付け

○ 外食と比べた自宅の食事の味付けについて、「外食より薄い」が ％で最も多く、次いで

「同じぐらい」が ％、「外食より濃い」が ％となっています。

バ
ラ
ン
ス
よ
く

食
べ
る
こ
と

規
則
正
し
く

食
べ
る
こ
と

お
い
し
さ
や
楽
し
さ

な
ど
の
食
の
豊
か
さ

を
感
じ
る
こ
と

家
族
や
友
人
と

食
卓
を
囲
む
こ
と

自
分
で
調
理

す
る
こ
と

食
品
表
示
を

参
考
に
す
る
こ
と

正
し
い
作
法
で

食
事
を
す
る
こ
と

地
元
の
食
材
を

使
用
す
る
こ
と

そ
の
他

当
て
は
ま
る

も
の
は
な
い

無
回
答

同じぐらい

外食より濃い

外食より薄い

無回答



④朝食・昼食・夕食の食事内容（主食・主菜等を食べる割合）

○ 朝食・昼食の食事内容について、「主食」が最も多く、次いで「主菜（おかず）」、「副菜（野菜

等）」の順になっています（「その他」を除く）。朝食では、「主食」以外の食事内容の割合が４割

を下回っている一方で、昼食では、「主菜（おかず）」、「副菜（野菜等）」も６割を上回っていま

す。

○ 夕食の食事内容について、「主菜（おかず）」が ％で最も多く、次いで「副菜（野菜等）」が

％、「主食」が ３％となっています。朝食・昼食と比べると、「主食」を除くすべての食

事内容の割合が多くなっています。

（ ） 主食
主菜

（おかず）

副菜

（野菜等）
汁物 その他

朝食 １％ ％ ％ ％ ％

昼食 ％ ％ ％ ％ ％

夕食 ％ ％ ％ ％ ％

⑤一人で食事をとる頻度

○ 一人で食事をとる頻度について、「ない」が最も多く、特に夕食が５８．０％と他の区分に比べ

て多くなっています。

ない 週１回 週２～３回 週４～５回 ほぼ毎日 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

朝食
（n=1,405）

昼食
（n=1,405）

夕食
（n=1,405）

全
体

（２） 身体活動・運動

①１日３０分以上の運動（ウォーキング、体操、スポーツ等）の実施状況

○ １日３０分以上の運動（ウォーキング、体操、スポーツ等）の実施状況について、「ほとんどして

いない」が５８．２％で最も多く、次いで「週に１～２日している」が１８．８％、「週に３～４日して

いる」が９．５％となっています。「毎日している」「週に５～６日している」「週に３～４日してい

る」「週に１～２日している」を合わせた“運動をしている方”は４１．１％となっています。

○ １６～１９歳では、「毎日している」が２０．０％、「週に５～６日している」が１５．４％と他の区分に

比べて多くなっています。

毎日している
週に５～６日

している
週に３～４日

している
週に１～２日

している
ほとんど

していない
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



④朝食・昼食・夕食の食事内容（主食・主菜等を食べる割合）

○ 朝食・昼食の食事内容について、「主食」が最も多く、次いで「主菜（おかず）」、「副菜（野菜

等）」の順になっています（「その他」を除く）。朝食では、「主食」以外の食事内容の割合が４割

を下回っている一方で、昼食では、「主菜（おかず）」、「副菜（野菜等）」も６割を上回っていま

す。

○ 夕食の食事内容について、「主菜（おかず）」が ％で最も多く、次いで「副菜（野菜等）」が

％、「主食」が ３％となっています。朝食・昼食と比べると、「主食」を除くすべての食

事内容の割合が多くなっています。

（ ） 主食
主菜

（おかず）

副菜

（野菜等）
汁物 その他

朝食 １％ ％ ％ ％ ％

昼食 ％ ％ ％ ％ ％

夕食 ％ ％ ％ ％ ％

⑤一人で食事をとる頻度

○ 一人で食事をとる頻度について、「ない」が最も多く、特に夕食が５８．０％と他の区分に比べ

て多くなっています。

ない 週１回 週２～３回 週４～５回 ほぼ毎日 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

朝食
（n=1,405）

昼食
（n=1,405）

夕食
（n=1,405）

全
体

（２） 身体活動・運動

①１日３０分以上の運動（ウォーキング、体操、スポーツ等）の実施状況

○ １日３０分以上の運動（ウォーキング、体操、スポーツ等）の実施状況について、「ほとんどして

いない」が５８．２％で最も多く、次いで「週に１～２日している」が１８．８％、「週に３～４日して

いる」が９．５％となっています。「毎日している」「週に５～６日している」「週に３～４日してい

る」「週に１～２日している」を合わせた“運動をしている方”は４１．１％となっています。

○ １６～１９歳では、「毎日している」が２０．０％、「週に５～６日している」が１５．４％と他の区分に

比べて多くなっています。

毎日している
週に５～６日

している
週に３～４日

している
週に１～２日

している
ほとんど

していない
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



②ふだんの運動量

○ ふだんの運動量について、「運動不足である」が６１．２％で最も多く、次いで「やや運動不足で

ある」が２６．３％、「十分運動できている」が１１．８％となっています。「運動不足である」「やや

運動不足である」を合わせた“運動不足と思う方”は８７．５％となっています。

③１日あたりのテレビ・ＤＶＤ等の視聴、ゲームやインターネットをする頻度

○ １日あたりのテレビ・ＤＶＤ等の視聴、ゲームやインターネットをする頻度について、平日は、

「４時間以上」が２４．６％で最も多く、次いで「２～３時間未満」が２２．７％、「３～４時間未満」

が２１．２％となっています。

○ 休日は、「４時間以上」が３９．４％で最も多く、次いで「３～４時間未満」が２４．１％、「２～３時

間未満」が１６．９％となっています。

十分運動できている

やや運動

不足である

運動不足である

無回答

４時間以上
３～４時間

未満
２～３時間

未満
１～２時間

未満
１時間未満

見ない
（しない）

無回答

凡
例

[ 凡例 ]

(a)平日
（n=1,405）

(b) 休日
（n=1,405）

全
体

（３） 飲酒

○日本酒・ビール・焼酎・ワイン等の飲酒状況

○ 日本酒・ビール・焼酎・ワイン等の飲酒状況について、「ほとんど飲まない」が３３．７％で最も多

く、次いで「全く飲まない（飲めない）」が３２．０％、「週に１～２日飲む」が１３．４％となっていま

す。「ほとんど飲まない」及び「全く飲まない（飲めない）」を合計した割合は女性が７５．２％と、

男性の５４．２％に比べて多くなっています。

○ 「毎日飲む」は６０歳代が２２．３％と他の区分に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上が

るほど、週に１日以上飲む割合が多い傾向がみられます。

毎日飲む
週に５～６日

飲む
週に３～４日

飲む
週に１～２日

飲む
ほとんど
飲まない

全く飲まない
（飲めない）

無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



②ふだんの運動量

○ ふだんの運動量について、「運動不足である」が６１．２％で最も多く、次いで「やや運動不足で

ある」が２６．３％、「十分運動できている」が１１．８％となっています。「運動不足である」「やや

運動不足である」を合わせた“運動不足と思う方”は８７．５％となっています。

③１日あたりのテレビ・ＤＶＤ等の視聴、ゲームやインターネットをする頻度

○ １日あたりのテレビ・ＤＶＤ等の視聴、ゲームやインターネットをする頻度について、平日は、

「４時間以上」が２４．６％で最も多く、次いで「２～３時間未満」が２２．７％、「３～４時間未満」

が２１．２％となっています。

○ 休日は、「４時間以上」が３９．４％で最も多く、次いで「３～４時間未満」が２４．１％、「２～３時

間未満」が１６．９％となっています。

十分運動できている

やや運動

不足である

運動不足である

無回答

４時間以上
３～４時間

未満
２～３時間

未満
１～２時間

未満
１時間未満

見ない
（しない）

無回答

凡
例

[ 凡例 ]

(a)平日
（n=1,405）

(b) 休日
（n=1,405）

全
体

（３） 飲酒

○日本酒・ビール・焼酎・ワイン等の飲酒状況

○ 日本酒・ビール・焼酎・ワイン等の飲酒状況について、「ほとんど飲まない」が３３．７％で最も多

く、次いで「全く飲まない（飲めない）」が３２．０％、「週に１～２日飲む」が１３．４％となっていま

す。「ほとんど飲まない」及び「全く飲まない（飲めない）」を合計した割合は女性が７５．２％と、

男性の５４．２％に比べて多くなっています。

○ 「毎日飲む」は６０歳代が２２．３％と他の区分に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上が

るほど、週に１日以上飲む割合が多い傾向がみられます。

毎日飲む
週に５～６日

飲む
週に３～４日

飲む
週に１～２日

飲む
ほとんど
飲まない

全く飲まない
（飲めない）

無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



（４） 喫煙

①喫煙状況

○ 喫煙状況について、「吸わない」が ％で最も多く、「吸う」が ％、「吸っていたがやめ

た」が ％となっています。

○ 「吸う」は男性が ％と、女性の ％に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上がる

ほど、「吸う」割合が多い傾向がみられます。

②室内での分煙

○ 家の中での分煙について、「分煙している」が５２．６％で最も多く、「分煙していない」が

２４．９％、「家の中では禁煙している」が２２．２％となっています。

吸う 吸わない
吸っていたが

やめた
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

Ｂ
Ｍ
Ｉ

分煙している 分煙していない
家の中では

禁煙している
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=397）

男性 
（n=180）

女性 
（n=217）

性
別

（５） 休養・こころの健康

①近所の人との付き合いの程度

○ 近所の人との付き合いの程度について、「会えば、あいさつをする」が ％で最も多く、次

いで「近所づきあいはしていない」が ％、「会えば、立ち話をする」が ％となっていま

す。

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

近所の人との付き合いの程度 近所の人との付き合いの程度

②起床時に疲労感が残っているか

○ 起床時に疲労感が残っていると感じることについて、「はい」が６５．６％、「いいえ」が３３．７％

となっています。

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

起床時に疲労感が残っているか 睡眠で休養が十分とれているか

日ごろから

助け合っている

会えば、

立ち話をする

会えば、あいさつをする

近所づきあいはし

ていない

無回答
互いに相談したり日用品の

貸し借りをするなど、生活面で

協力し合っている人がいる

日常的に

立ち話を

する程度の

つきあいは

している

あいさつ

程度の

最小限の

つきあい

しかして

いない

つきあいは

まったくしていない

無回答

はい

いいえ

無回答

はい

いいえ

無回答



（４） 喫煙

①喫煙状況

○ 喫煙状況について、「吸わない」が ％で最も多く、「吸う」が ％、「吸っていたがやめ

た」が ％となっています。

○ 「吸う」は男性が ％と、女性の ％に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上がる

ほど、「吸う」割合が多い傾向がみられます。

②室内での分煙

○ 家の中での分煙について、「分煙している」が５２．６％で最も多く、「分煙していない」が

２４．９％、「家の中では禁煙している」が２２．２％となっています。

吸う 吸わない
吸っていたが

やめた
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

Ｂ
Ｍ
Ｉ

分煙している 分煙していない
家の中では

禁煙している
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=397）

男性 
（n=180）

女性 
（n=217）

性
別

（５） 休養・こころの健康

①近所の人との付き合いの程度

○ 近所の人との付き合いの程度について、「会えば、あいさつをする」が ％で最も多く、次

いで「近所づきあいはしていない」が ％、「会えば、立ち話をする」が ％となっていま

す。

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

近所の人との付き合いの程度 近所の人との付き合いの程度

②起床時に疲労感が残っているか

○ 起床時に疲労感が残っていると感じることについて、「はい」が６５．６％、「いいえ」が３３．７％

となっています。

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

起床時に疲労感が残っているか 睡眠で休養が十分とれているか

日ごろから

助け合っている

会えば、

立ち話をする

会えば、あいさつをする

近所づきあいはし

ていない

無回答
互いに相談したり日用品の

貸し借りをするなど、生活面で

協力し合っている人がいる

日常的に

立ち話を

する程度の

つきあいは

している

あいさつ

程度の

最小限の

つきあい

しかして

いない

つきあいは

まったくしていない

無回答

はい

いいえ

無回答

はい

いいえ

無回答



③この１か月間にストレスを感じた程度

○ この１か月間にストレスを感じた程度について、「少し感じる」が４４．８％で最も多く、次いで

「おおいに感じる」が２９．７％、「あまり感じない」が２１．８％となっています。「おおいに感じる」

「少し感じる」を合わせた“ストレスを感じている方”は７４．５％となっています。

○ 「おおいに感じる」は３０歳代が３７．８％、４０歳代が３５．４％と他の区分に比べて多くなってい

ます。

④ストレス解消法

○ ストレスの解消について、「少しできている」が４８．７％で最も多く、次いで「あまりできていな

い」が２９．９％、「できている」が１４．０％となっています。「できている」「少しできている」を合

わせた“解消できている方”は６２．７％となっています。「あまりできていない」「全くできていな

い」を合わせた“解消できていない方”は３６．６％となっています。

○ 自分なりのストレス解消法について、「趣味・娯楽」が５２．７％で最も多く、次いで「家族、友人

等との会話」が３２．８％、「買い物」が３０．４％となっています。

おおいに感じる 少し感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

年
齢

ストレス解消

自分なりのストレス解消法

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

日常生活の不満、悩み、苦労、ストレスの解消法

できている

少しできている

あまり

できていない

全くできていない

無回答

趣
味
・娯
楽

家
族
、
友
人
等
と
の

会
話

買
い
物

旅
行

飲
食

睡
眠

飲
酒

運
動 地

域
活
動
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

そ
の
他

無
回
答

趣
味
や

レ
ジ
ャ
ー
を
す
る

人
に
話
を

聞
い
て
も
ら
う

買
い
物
を
す
る

好
き
な
も
の
を

食
べ
る

睡
眠
を
と
る

お
酒
を
飲
む

運
動
す
る

我
慢
し
て
時
間
が

経
つ
の
を
待
つ

ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
す
る

た
ば
こ
を
吸
う

そ
の
他

無
回
答



③この１か月間にストレスを感じた程度

○ この１か月間にストレスを感じた程度について、「少し感じる」が４４．８％で最も多く、次いで

「おおいに感じる」が２９．７％、「あまり感じない」が２１．８％となっています。「おおいに感じる」

「少し感じる」を合わせた“ストレスを感じている方”は７４．５％となっています。

○ 「おおいに感じる」は３０歳代が３７．８％、４０歳代が３５．４％と他の区分に比べて多くなってい

ます。

④ストレス解消法

○ ストレスの解消について、「少しできている」が４８．７％で最も多く、次いで「あまりできていな

い」が２９．９％、「できている」が１４．０％となっています。「できている」「少しできている」を合

わせた“解消できている方”は６２．７％となっています。「あまりできていない」「全くできていな

い」を合わせた“解消できていない方”は３６．６％となっています。

○ 自分なりのストレス解消法について、「趣味・娯楽」が５２．７％で最も多く、次いで「家族、友人

等との会話」が３２．８％、「買い物」が３０．４％となっています。

おおいに感じる 少し感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

年
齢

ストレス解消

自分なりのストレス解消法

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

日常生活の不満、悩み、苦労、ストレスの解消法

できている

少しできている

あまり

できていない

全くできていない

無回答

趣
味
・娯
楽

家
族
、
友
人
等
と
の

会
話

買
い
物

旅
行

飲
食

睡
眠

飲
酒

運
動 地

域
活
動
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

そ
の
他

無
回
答

趣
味
や

レ
ジ
ャ
ー
を
す
る

人
に
話
を

聞
い
て
も
ら
う

買
い
物
を
す
る

好
き
な
も
の
を

食
べ
る

睡
眠
を
と
る

お
酒
を
飲
む

運
動
す
る

我
慢
し
て
時
間
が

経
つ
の
を
待
つ

ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
す
る

た
ば
こ
を
吸
う

そ
の
他

無
回
答



⑤身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時の対応

○ 身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時の対応について、「様子をみる、見守る」が

５３．２％で最も多く、次いで「本人を励ます」が３９．９％、「かかりつけ医や専門機関等へ受診

することを勧める」が３６．４％となっています。

⑥地域や職場でメンタルヘルスについて学んだことがあるか

○ 地域や職場でメンタルヘルスについて学んだことがあるかどうかについて、「はい」が

％、「いいえ」が ％となっています。

様
子
を
み
る
、
見
守
る

本
人
を
励
ま
す

か
か
り
つ
け
医
や
専
門

機
関
等
へ
受
診
す
る

こ
と
を
勧
め
る

身
近
な
人
へ
の

相
談
を
勧
め
る

公
的
機
関
（町
役
場
、

保
健
所
等
）の
窓
口

へ
の
相
談
を
勧
め
る

民
生
委
員
へ
の

相
談
を
勧
め
る

そ
の
他

何
も
で
き
な
い

無
回
答

はい

いいえ

無回答

⑦困った時や心配事がある時の相談先

○ 困った時や心配事がある時の相談先について、「家族」が ％で最も多く、次いで「友人・

知人」が ％、「職場の上司、同僚等」が ％となっています。

困った時や心配事がある時の相談先

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

悩みやストレスを感じたときの相談先（相談したことがある人等）

家
族

友
人
・知
人

職
場
の
上
司
、

同
僚
等

親
戚

専
門
家
・

専
門
機
関

主
治
医
・

看
護
師
等

町
役
場
・社
会

福
祉
協
議
会

そ
の
他

相
談
す
る
人
が

い
な
い

無
回
答

家
族
や
親
族

友
人
や
同
僚

先
生
や
上
司

近
所
の
人
（自
治
会
の
人
、

民
生
委
員
な
ど
）

精
神
科
・心
療
内
科
の

職
員
（医
師
、
看
護
師
、

薬
剤
師
な
ど
）

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関

の
職
員
（医
師
、
看
護
師
、

薬
剤
師
な
ど
）

公
的
な
相
談
機
関
（地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

役
場
な
ど
）の
職
員
な
ど

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
だ
け

の
つ
な
が
り
の
人

民
間
の
相
談
機
関
（有
料

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
な
ど
）の
相
談
員

同
じ
悩
み
を
抱
え
る
人

町
が
開
催
す
る
各
種
相
談

会
（法
律
、
税
務
な
ど
の

相
談
）の
専
門
家

そ
の
他



⑤身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時の対応

○ 身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時の対応について、「様子をみる、見守る」が

５３．２％で最も多く、次いで「本人を励ます」が３９．９％、「かかりつけ医や専門機関等へ受診

することを勧める」が３６．４％となっています。

⑥地域や職場でメンタルヘルスについて学んだことがあるか

○ 地域や職場でメンタルヘルスについて学んだことがあるかどうかについて、「はい」が

％、「いいえ」が ％となっています。

様
子
を
み
る
、
見
守
る

本
人
を
励
ま
す

か
か
り
つ
け
医
や
専
門

機
関
等
へ
受
診
す
る

こ
と
を
勧
め
る

身
近
な
人
へ
の

相
談
を
勧
め
る

公
的
機
関
（町
役
場
、

保
健
所
等
）の
窓
口

へ
の
相
談
を
勧
め
る

民
生
委
員
へ
の

相
談
を
勧
め
る

そ
の
他

何
も
で
き
な
い

無
回
答

はい

いいえ

無回答

⑦困った時や心配事がある時の相談先

○ 困った時や心配事がある時の相談先について、「家族」が ％で最も多く、次いで「友人・

知人」が ％、「職場の上司、同僚等」が ％となっています。

困った時や心配事がある時の相談先

参考： Ｈ３０自殺対策計画 策定時

悩みやストレスを感じたときの相談先（相談したことがある人等）

家
族

友
人
・知
人

職
場
の
上
司
、

同
僚
等

親
戚

専
門
家
・

専
門
機
関

主
治
医
・

看
護
師
等

町
役
場
・社
会

福
祉
協
議
会

そ
の
他

相
談
す
る
人
が

い
な
い

無
回
答

家
族
や
親
族

友
人
や
同
僚

先
生
や
上
司

近
所
の
人
（自
治
会
の
人
、

民
生
委
員
な
ど
）

精
神
科
・心
療
内
科
の

職
員
（医
師
、
看
護
師
、

薬
剤
師
な
ど
）

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関

の
職
員
（医
師
、
看
護
師
、

薬
剤
師
な
ど
）

公
的
な
相
談
機
関
（地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

役
場
な
ど
）の
職
員
な
ど

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
だ
け

の
つ
な
が
り
の
人

民
間
の
相
談
機
関
（有
料

の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
な
ど
）の
相
談
員

同
じ
悩
み
を
抱
え
る
人

町
が
開
催
す
る
各
種
相
談

会
（法
律
、
税
務
な
ど
の

相
談
）の
専
門
家

そ
の
他



（６） 生活習慣病・がん

①現在治療中、または経過観察中の病気や症状

○ 現在治療中、または経過観察中の病気や症状について、「高血圧症」が１２．５％で最も多く、

次いで「脂質異常症」が８．９％、「関節痛（腰痛等）」が６．２％となっています。また、「特にな

い」が５０．７％となっています。

②健康診断・検診の受診状況

○ 健康診断やがん検診の受診状況について、「町が行う健診・検診を受診している」「医療機関

で受診している」「職場等の健診・検診を受診している」を合わせた“受診している方”は、健康

診断（身体検査や血液検査等）が８０．８％、肺がん検診（胸部エックス線検査）が５３．５％、胃

がん検診が３９．３％、大腸がん検診が３４．４％、子宮頸がん検診が５７．８％、乳がん検診が

４５．９％となっています。

高
血
圧
症

脂
質
異
常
症

関
節
痛

（腰
痛
等
）

ぜ
ん
そ
く
・

ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患

糖
尿
病

貧
血

心
臓
病

が
ん

腎
臓
疾
患

脳
卒
中

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

町が行う健診・
検診を受診
している

医療機関で受診
している

職場等の健診・
検診を受診
している

受診していない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

(a) 健康診断（身体
検査や血液検査等）

（n=1,405）

(b) 肺がん検診（胸部
エックス線検査）

（n=1,405）

(c) 胃がん検診
（n=1,405）

(d) 大腸がん検診
（n=1,405）

(e) 子宮頸がん検診
（n=758）

(f) 乳がん検診
（n=758）

全
体

全
体

（
女
性
の
み

）

（７） 歯の健康

①歯の本数

○ 歯の本数について、「２４本以上」が８６．５％で最も多く、次いで「２０～２３本」が４．９％、「１０本

未満」が１．９％となっています。

○ 年齢が高いほど、「２４本以上」の割合が少ない傾向がみられます。また、ＢＭＩ値が上がるほど、

割合が少ない傾向がみられます。

24本以上 20～23本 15～19本 10～14本 10本未満 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



（６） 生活習慣病・がん

①現在治療中、または経過観察中の病気や症状

○ 現在治療中、または経過観察中の病気や症状について、「高血圧症」が１２．５％で最も多く、

次いで「脂質異常症」が８．９％、「関節痛（腰痛等）」が６．２％となっています。また、「特にな

い」が５０．７％となっています。

②健康診断・検診の受診状況

○ 健康診断やがん検診の受診状況について、「町が行う健診・検診を受診している」「医療機関

で受診している」「職場等の健診・検診を受診している」を合わせた“受診している方”は、健康

診断（身体検査や血液検査等）が８０．８％、肺がん検診（胸部エックス線検査）が５３．５％、胃

がん検診が３９．３％、大腸がん検診が３４．４％、子宮頸がん検診が５７．８％、乳がん検診が

４５．９％となっています。

高
血
圧
症

脂
質
異
常
症

関
節
痛

（腰
痛
等
）

ぜ
ん
そ
く
・

ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患

糖
尿
病

貧
血

心
臓
病

が
ん

腎
臓
疾
患

脳
卒
中

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

町が行う健診・
検診を受診
している

医療機関で受診
している

職場等の健診・
検診を受診
している

受診していない 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

(a) 健康診断（身体
検査や血液検査等）

（n=1,405）

(b) 肺がん検診（胸部
エックス線検査）

（n=1,405）

(c) 胃がん検診
（n=1,405）

(d) 大腸がん検診
（n=1,405）

(e) 子宮頸がん検診
（n=758）

(f) 乳がん検診
（n=758）

全
体

全
体

（
女
性
の
み

）

（７） 歯の健康

①歯の本数

○ 歯の本数について、「２４本以上」が８６．５％で最も多く、次いで「２０～２３本」が４．９％、「１０本

未満」が１．９％となっています。

○ 年齢が高いほど、「２４本以上」の割合が少ない傾向がみられます。また、ＢＭＩ値が上がるほど、

割合が少ない傾向がみられます。

24本以上 20～23本 15～19本 10～14本 10本未満 無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ



②１日に歯みがきをする回数

○ １日に歯みがきをする回数について、「２回」が ％で最も多く、次いで「３回以上」が

％、「１回」が ％となっています。

○ 「３回以上」は女性が ％と、男性の ％に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上

がるほど、「３回以上」及び「２回」を合計した割合が少ない傾向がみられます。

３回以上 ２回 １回
ほとんど

みがかない
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ

１． 取組状況の評価

現行計画の取組内容について、分野ごとに取りまとめました。

がん

現状

・ がん検診受診率が低い。広報のあり方とがん検診の検査方法を検討し、がん検

診全体の受診率向上と２０歳代から５０歳代の受診率向上を目指す。

・ 子宮頸がん予防ワクチン接種率、肝炎ウイルス検査率（無料）が低い。

・ 要精密検査者への個別訪問は継続的に実施している。

循環器疾患、糖尿病

現状

・ ヤング健診、特定健診、国保の方への人間ドック、生活保護受給者に対する健診

等を継続的に実施している。

・ 高血圧症の方を中心に、訪問等の支援を継続的に実施している。重症化予防に

対する訪問や病態別健康教室の充実を目指す。

栄養・食生活

現状

・ ２０歳代の痩せの割合は、平成２５（２０１３）年度（２２．０％）に比べて減少傾向に

あり、国の目標値（２０．０％）を下回っている。また、低出生体重児の割合につい

ても、計画策定時の目標（７．９％）に比べて減少傾向にあり、国の目標（９．６％）

を下回っている。

・ 子どもの肥満の割合については、学童期の肥満状況について把握できていな

い。ただし、３歳児健診での肥満の割合は、１０％以下を推移している。

・ 小学４年生の血液検査結果（令和元（２０１９）年度）をみると、「異常あり」の割合

は３３．７％であるため、今後、学校保健と課題を共有していく必要がある。

・ 小中学校で、管理栄養士・保健師による生活習慣病予防教室を実施している。小

中学校で行われている様々な検査についての情報共有や、肥満傾向児の詳細な

実態把握ができていないため、今後実施していくことで養護教諭との課題の共

有を進める。

歯・口腔の健康

現状

・ 妊婦歯周病検診の受診率は約４割で、国の目標値（ ％）を下回っているため、

妊娠届出時等に歯科検診の重要性を啓発していく必要がある。

・ ３歳児健診でのう歯のない割合は約９割で、国の目標値（８０％）を達成できた。

・ 各小学校（ ･ ･５年生）への歯みがき指導を実施しているが、う歯の割合は把握

できていない。学校保健との課題の共有が必要である。

・ 成人以降の口腔衛生の推進ができていない。

第３章 現行計画の取組の評価



②１日に歯みがきをする回数

○ １日に歯みがきをする回数について、「２回」が ％で最も多く、次いで「３回以上」が

％、「１回」が ％となっています。

○ 「３回以上」は女性が ％と、男性の ％に比べて多くなっています。また、ＢＭＩ値が上

がるほど、「３回以上」及び「２回」を合計した割合が少ない傾向がみられます。

３回以上 ２回 １回
ほとんど

みがかない
無回答

凡
例

[ 凡例 ]

全
体

全体 
（n=1,405）

男性 
（n=633）

女性 
（n=758）

16～19歳 
（n=65）

20歳代 
（n=160）

30歳代 
（n=259）

40歳代 
（n=345）

50歳代 
（n=377）

60歳代 
（n=197）

18.5未満 
（n=131）

18.5以上25.0未満 
（n=894）

25.0以上 
（n=326）

性
別

年
齢

Ｂ
Ｍ
Ｉ

１． 取組状況の評価

現行計画の取組内容について、分野ごとに取りまとめました。

がん

現状

・ がん検診受診率が低い。広報のあり方とがん検診の検査方法を検討し、がん検

診全体の受診率向上と２０歳代から５０歳代の受診率向上を目指す。

・ 子宮頸がん予防ワクチン接種率、肝炎ウイルス検査率（無料）が低い。

・ 要精密検査者への個別訪問は継続的に実施している。

循環器疾患、糖尿病

現状

・ ヤング健診、特定健診、国保の方への人間ドック、生活保護受給者に対する健診

等を継続的に実施している。

・ 高血圧症の方を中心に、訪問等の支援を継続的に実施している。重症化予防に

対する訪問や病態別健康教室の充実を目指す。

栄養・食生活

現状

・ ２０歳代の痩せの割合は、平成２５（２０１３）年度（２２．０％）に比べて減少傾向に

あり、国の目標値（２０．０％）を下回っている。また、低出生体重児の割合につい

ても、計画策定時の目標（７．９％）に比べて減少傾向にあり、国の目標（９．６％）

を下回っている。

・ 子どもの肥満の割合については、学童期の肥満状況について把握できていな

い。ただし、３歳児健診での肥満の割合は、１０％以下を推移している。

・ 小学４年生の血液検査結果（令和元（２０１９）年度）をみると、「異常あり」の割合

は３３．７％であるため、今後、学校保健と課題を共有していく必要がある。

・ 小中学校で、管理栄養士・保健師による生活習慣病予防教室を実施している。小

中学校で行われている様々な検査についての情報共有や、肥満傾向児の詳細な

実態把握ができていないため、今後実施していくことで養護教諭との課題の共

有を進める。

歯・口腔の健康

現状

・ 妊婦歯周病検診の受診率は約４割で、国の目標値（ ％）を下回っているため、

妊娠届出時等に歯科検診の重要性を啓発していく必要がある。

・ ３歳児健診でのう歯のない割合は約９割で、国の目標値（８０％）を達成できた。

・ 各小学校（ ･ ･５年生）への歯みがき指導を実施しているが、う歯の割合は把握

できていない。学校保健との課題の共有が必要である。

・ 成人以降の口腔衛生の推進ができていない。

第３章 現行計画の取組の評価



身体活動・運動

現状

・ 健診事後の指導以外で、運動習慣の知識に関する普及・啓発ができていない。

・ 各課の健康事業は継続的に利用する住民が多い一方、新規利用者が少ない。

・ 地域支援事業（介護予防事業）との協働を検討する必要がある。

飲酒、喫煙

現状

・ 令和元（２０１９）年以降、妊娠中の飲酒割合は、国の目標値（ ％）を達成できて

いる。

・ 妊娠中の喫煙割合は数％となっており、国の目標値（ ％）を達成できていな

い。妊娠届時に、喫煙習慣のある妊婦には保健指導を実施しているが、その後の

喫煙状況を確認できていないため、把握に努める必要がある。

・ 成人の禁煙支援や受動喫煙に関する取組ができていない。

休養、こころの健康

現状

・ 睡眠と休養に関する実態把握や教育はできていない。

・ 広報等を活用して、こころの相談案内を周知しているが、利用がほとんどない。

保健事業の場における情報提供も、機会が少ないため、実施できていない。

・ 精神保健福祉士、医師等の専門家による相談事業について、相談機会を設ける

ことができなかった。

２． 目標値の評価

現行計画策定時に設定された目標値を達成できているか、以下の評価基準に則って、

目標値の評価を実施しました。

評
価
基
準

目標値に達した

現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化している

評価困難

◎分野ごとの評価（概要）

各分野の評価（概要）をみると、児童のう歯数や肥満児の割合等、母子保健関係におい

て「 ：目標値に達した」の評価が多くなっています。一方、がん検診受診率やＢＭＩの状況

等、成人保健関係においては、「 ：悪化している」の評価が多く、次期計画の取組内容を

検討する必要があります。また、一部の項目では、十分に現状値を把握できない等、評価

できないものもあり、経年で変化を追えるような評価項目を検討する必要があります。

がん

循環器疾患

糖尿病

歯・口腔の健康

栄養・食生活

身体活動・運動

飲酒

喫煙

休養・心の健康

分野
項目
総数

評価

合計



身体活動・運動

現状

・ 健診事後の指導以外で、運動習慣の知識に関する普及・啓発ができていない。

・ 各課の健康事業は継続的に利用する住民が多い一方、新規利用者が少ない。

・ 地域支援事業（介護予防事業）との協働を検討する必要がある。

飲酒、喫煙

現状

・ 令和元（２０１９）年以降、妊娠中の飲酒割合は、国の目標値（ ％）を達成できて

いる。

・ 妊娠中の喫煙割合は数％となっており、国の目標値（ ％）を達成できていな

い。妊娠届時に、喫煙習慣のある妊婦には保健指導を実施しているが、その後の

喫煙状況を確認できていないため、把握に努める必要がある。

・ 成人の禁煙支援や受動喫煙に関する取組ができていない。

休養、こころの健康

現状

・ 睡眠と休養に関する実態把握や教育はできていない。

・ 広報等を活用して、こころの相談案内を周知しているが、利用がほとんどない。

保健事業の場における情報提供も、機会が少ないため、実施できていない。

・ 精神保健福祉士、医師等の専門家による相談事業について、相談機会を設ける

ことができなかった。

２． 目標値の評価

現行計画策定時に設定された目標値を達成できているか、以下の評価基準に則って、

目標値の評価を実施しました。

評
価
基
準

目標値に達した

現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化している

評価困難

◎分野ごとの評価（概要）

各分野の評価（概要）をみると、児童のう歯数や肥満児の割合等、母子保健関係におい

て「 ：目標値に達した」の評価が多くなっています。一方、がん検診受診率やＢＭＩの状況

等、成人保健関係においては、「 ：悪化している」の評価が多く、次期計画の取組内容を

検討する必要があります。また、一部の項目では、十分に現状値を把握できない等、評価

できないものもあり、経年で変化を追えるような評価項目を検討する必要があります。

がん

循環器疾患

糖尿病

歯・口腔の健康

栄養・食生活

身体活動・運動

飲酒

喫煙

休養・心の健康

分野
項目
総数

評価

合計



◎分野ごとの評価（詳細）

分野 策定時 現状値 目標値 評価

男性

女性

②がん検診の受診率の向上

男性

女性

男性

女性

男性

女性

　・乳がん 女性

　・子宮頚がん 女性

男性

女性

男性

女性

②高血圧の改善

男性

女性

③脂質異常症の減少

男性

女性

④メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少
６３．４％
(３７１人）

策定時から
25％減少

⑤特定健康診査・保健指導の実施率の向上

　・特定健診受診率

　・特定保健指導の終了率

①合併症（糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少）
64人
（※総数）

2人（※新規
患者数）

現状維持
または減少

減少傾向

④糖尿病有病者の増加の抑制 減少傾向

①乳幼児・学齢期のう蝕のない者の割合

　・3歳児でう蝕のない者の割合 3歳児
現状維持
さらに増加

　・12歳児の一人平均う蝕数の減少 12歳児 0.17歯 １歯未満

②過去1年間に歯科検診を受診した成人の増加

③血糖コントロール不良者の割合の減少
（ＨｂＡ１ｃが8％(ＪＤＳ値）以上の者の割合の減少）

項目

　・肺がん

　・大腸がん

　・胃がん

減少傾向へ

策定時から
25％減少

減少傾向へ

が
ん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率減少
（10万人当たり）

歯
・
口
腔
の

健
康

糖
尿
病

　・ａ：ＬＤＬコレステロール160mg/㎗以上の
もの割合

循
環
器
疾
患

　・脳血管疾患

①脳血管・虚血性心疾患の年齢調整死亡率減少
（10万人当たり）

②治療継続者の割合の増加（ＨｂＡ１ｃ６．１％（ＪＤＳ）以上のう
ち治療中と回答した者の割合）

・収縮期血圧の平均値の低下

　・虚血性心疾患

分野 策定時 現状値 目標値 評価

①適正体重を維持している者の割合

・20歳代女性のやせの割合の減少 減少傾向へ

・全出生数中の低出生体重児の割合の減少 減少傾向へ

男性 減少傾向へ

女性 減少傾向へ

・20～60歳男性の肥満者の割合の減少

・40～6０歳女性の肥満者の割合の減少

現状維持
または減少

①日常生活における歩数の増加

男性 7,841歩

女性 6,883歩

男性 5,628歩

女性 4,584歩

②運動習慣者の割合の増加

男性

女性

総数

男性

女性

総数

③介護保険サービス利用者の増加の抑制 829人 952人 減少

①妊娠中の飲酒をなくす

②リスクを高める飲酒をしている者の割合の減少

・１日当たりの純アルコール摂取量40g以上
の割合

男性 減少傾向へ

・１日当たりの純アルコール摂取量20g以上
の割合

女性 減少傾向へ

①妊娠中の喫煙をなくす

②成人の喫煙率の低下 減少傾向へ

①睡眠による休養を十分とれていない者の減少 減少傾向へ

②自殺者の減少（人口10万人当たり） 減少傾向へ

・65歳以上 増加

5,946歩
（20～50
歳）

7,498歩
（６０歳以上）

・低栄養傾向（BMI20.0以下）の高齢者の割合の
減少

栄
養
・
食
生
活

・肥満傾向にある子どもの割合の減少

項目

増加

休
養
・

心
の
健
康

喫
煙

飲
酒

増加

増加

身
体
活
動
・
運
動

・20～64歳

・65歳以上

・20～64歳



◎分野ごとの評価（詳細）

分野 策定時 現状値 目標値 評価

男性

女性

②がん検診の受診率の向上

男性

女性

男性

女性

男性

女性

　・乳がん 女性

　・子宮頚がん 女性

男性

女性

男性

女性

②高血圧の改善

男性

女性

③脂質異常症の減少

男性

女性

④メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少
６３．４％
(３７１人）

策定時から
25％減少

⑤特定健康診査・保健指導の実施率の向上

　・特定健診受診率

　・特定保健指導の終了率

①合併症（糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少）
64人
（※総数）

2人（※新規
患者数）

現状維持
または減少

減少傾向

④糖尿病有病者の増加の抑制 減少傾向

①乳幼児・学齢期のう蝕のない者の割合

　・3歳児でう蝕のない者の割合 3歳児
現状維持
さらに増加

　・12歳児の一人平均う蝕数の減少 12歳児 0.17歯 １歯未満

②過去1年間に歯科検診を受診した成人の増加

③血糖コントロール不良者の割合の減少
（ＨｂＡ１ｃが8％(ＪＤＳ値）以上の者の割合の減少）

項目

　・肺がん

　・大腸がん

　・胃がん

減少傾向へ

策定時から
25％減少

減少傾向へ

が
ん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率減少
（10万人当たり）

歯
・
口
腔
の

健
康

糖
尿
病

　・ａ：ＬＤＬコレステロール160mg/㎗以上の
もの割合

循
環
器
疾
患

　・脳血管疾患

①脳血管・虚血性心疾患の年齢調整死亡率減少
（10万人当たり）

②治療継続者の割合の増加（ＨｂＡ１ｃ６．１％（ＪＤＳ）以上のう
ち治療中と回答した者の割合）

・収縮期血圧の平均値の低下

　・虚血性心疾患

分野 策定時 現状値 目標値 評価

①適正体重を維持している者の割合

・20歳代女性のやせの割合の減少 減少傾向へ

・全出生数中の低出生体重児の割合の減少 減少傾向へ

男性 減少傾向へ

女性 減少傾向へ

・20～60歳男性の肥満者の割合の減少

・40～6０歳女性の肥満者の割合の減少

現状維持
または減少

①日常生活における歩数の増加

男性 7,841歩

女性 6,883歩

男性 5,628歩

女性 4,584歩

②運動習慣者の割合の増加

男性

女性

総数

男性

女性

総数

③介護保険サービス利用者の増加の抑制 829人 952人 減少

①妊娠中の飲酒をなくす

②リスクを高める飲酒をしている者の割合の減少

・１日当たりの純アルコール摂取量40g以上
の割合

男性 減少傾向へ

・１日当たりの純アルコール摂取量20g以上
の割合

女性 減少傾向へ

①妊娠中の喫煙をなくす

②成人の喫煙率の低下 減少傾向へ

①睡眠による休養を十分とれていない者の減少 減少傾向へ

②自殺者の減少（人口10万人当たり） 減少傾向へ

・65歳以上 増加

5,946歩
（20～50
歳）

7,498歩
（６０歳以上）

・低栄養傾向（BMI20.0以下）の高齢者の割合の
減少

栄
養
・
食
生
活

・肥満傾向にある子どもの割合の減少

項目

増加

休
養
・

心
の
健
康

喫
煙

飲
酒

増加

増加

身
体
活
動
・
運
動

・20～64歳

・65歳以上

・20～64歳



３． 北島町の課題

栄養・

食生活

◎ 主食中心の食生活が多く、副菜の摂取頻度が低い。特に野菜の摂取不足が顕

著である。悪性新生物、循環器疾患、肥満、生活習慣病等との関連が高いこ

と、また、野菜摂取による満腹感が肥満予防にもつながることから、「野菜の

適正量の摂取」を目指す。

◎ 住民が考える「バランスの良い食事」と専門職が考える「バランスの良い食事」

に差があると考えられる。ライフステージ（ライフコース）に応じた啓発活動を

実施する。

◎ 家庭でも、外食並みの塩分を摂取している傾向があるため、塩分過多による

高血圧を予防する。

身体活動・

運動

◎ １日３０分以上の運動をほとんどしていない者が半数以上を占めており、

２５．０以上の者では特に多くなっている。働き盛り、子育て期の若年層から中

年層に対して、運動習慣を定着させるための取組を推進していく。

◎ ７５歳以上後期高齢者で骨折の診断がある者（２割弱）の半数以上（６割弱）が、

要介護認定を受けている。将来的な骨折予防のための運動や食習慣の獲得、

骨粗鬆症検診の受診率向上を目指す。

休養・

睡眠

◎ 日々、“ストレスを感じている方”が７４．５％となっており、３０歳代～４０歳代

に特に多い。また、ストレスの具体的な内容は職業の有無や年齢で違うもの

の、ストレスを解消できていない年代として、３０歳代が多い。

◎ 起床時に疲れが残っている者も多く、睡眠の質や生活習慣を改善するための

広報を実施する。

飲酒・

喫煙

◎ 悪性新生物による男性の死亡数において、「気管・気管支及び肺」が最も多い。

◎ 妊婦の喫煙者は、目標値の０人に達しておらず、成人の喫煙率自体も増加傾

向である。また、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に対する住民の理解は不十分で

あり、喫煙の身体への影響やＣＯＰＤについての認知度を上げることが必要で

ある。

◎ 未成年にとって、飲酒は発達に影響を及ぼし、また、ゲートウェイドラッグとな

りうることから、啓発・教育を進める。

歯・口腔の

健康

◎ 幼児期のう歯の割合は比較的少ない。しかし、口腔機能の低下リスクがある高

齢者や歯・口で何らかの症状がある成人の割合は高く、高齢期における歯の

本数を維持できている者の割合も比較的少ない状況である。成人の歯・口腔

の健康を維持できるような取組を推進する。

◎ 年に１回以上歯科検診を受けている者の割合は、本町実施の歯周病検診受診

率より高いものの、半数以上は歯科検診を受けていない状況である。歯みが

きの習慣化だけでなく定期的な検診受診や口腔機能保持のための行動を取

れる者を増やす。

生活習慣

病・がん

◎ １歳６か月児健診や３歳児健診では、徳島県と比べて肥満児が少ない傾向にあ

り、小学５年生でも減少傾向にある。

◎ 成人期ではＢＭＩ２５．０以上の妊婦が２割弱と増加傾向である。

◎ 成人全体ではＢＭＩ２５．０以上の者が２割強で、特に男性に多く、３０歳代以降

で増加している。

◎ がん検診受診率はいずれも低く、乳がん・子宮頸がん検診を除く検診では、若

年層の受診率が低い。理由として、「面倒」「必要性を感じない」といった回答

が多く、住民一人ひとりが検診の重要性を理解し、自ら受診していけるような

啓発活動が必要である。

◎ 要介護認定者の有病率は、心臓病が６割強と最も高く、次いで筋・骨格、高血

圧症、脂質異常症、糖尿病、アルツハイマー病を除く認知症、脳疾患である。

◎ 高齢期では、身体機能の低下を招く低栄養にも注視する。

地域との

つながり

◎ 日常生活における孤独感が自殺につながる可能性があり、自殺予防としての

「孤立予防」の取組を推進していく。ひきこもり家庭や一人暮らし世帯が地域

社会とゆるやかにつながりを持てるようなアプローチを検討する。



３． 北島町の課題

栄養・

食生活

◎ 主食中心の食生活が多く、副菜の摂取頻度が低い。特に野菜の摂取不足が顕

著である。悪性新生物、循環器疾患、肥満、生活習慣病等との関連が高いこ

と、また、野菜摂取による満腹感が肥満予防にもつながることから、「野菜の

適正量の摂取」を目指す。

◎ 住民が考える「バランスの良い食事」と専門職が考える「バランスの良い食事」

に差があると考えられる。ライフステージ（ライフコース）に応じた啓発活動を

実施する。

◎ 家庭でも、外食並みの塩分を摂取している傾向があるため、塩分過多による

高血圧を予防する。

身体活動・

運動

◎ １日３０分以上の運動をほとんどしていない者が半数以上を占めており、

２５．０以上の者では特に多くなっている。働き盛り、子育て期の若年層から中

年層に対して、運動習慣を定着させるための取組を推進していく。

◎ ７５歳以上後期高齢者で骨折の診断がある者（２割弱）の半数以上（６割弱）が、

要介護認定を受けている。将来的な骨折予防のための運動や食習慣の獲得、

骨粗鬆症検診の受診率向上を目指す。

休養・

睡眠

◎ 日々、“ストレスを感じている方”が７４．５％となっており、３０歳代～４０歳代

に特に多い。また、ストレスの具体的な内容は職業の有無や年齢で違うもの

の、ストレスを解消できていない年代として、３０歳代が多い。

◎ 起床時に疲れが残っている者も多く、睡眠の質や生活習慣を改善するための

広報を実施する。

飲酒・

喫煙

◎ 悪性新生物による男性の死亡数において、「気管・気管支及び肺」が最も多い。

◎ 妊婦の喫煙者は、目標値の０人に達しておらず、成人の喫煙率自体も増加傾

向である。また、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に対する住民の理解は不十分で

あり、喫煙の身体への影響やＣＯＰＤについての認知度を上げることが必要で

ある。

◎ 未成年にとって、飲酒は発達に影響を及ぼし、また、ゲートウェイドラッグとな

りうることから、啓発・教育を進める。

歯・口腔の

健康

◎ 幼児期のう歯の割合は比較的少ない。しかし、口腔機能の低下リスクがある高

齢者や歯・口で何らかの症状がある成人の割合は高く、高齢期における歯の

本数を維持できている者の割合も比較的少ない状況である。成人の歯・口腔

の健康を維持できるような取組を推進する。

◎ 年に１回以上歯科検診を受けている者の割合は、本町実施の歯周病検診受診

率より高いものの、半数以上は歯科検診を受けていない状況である。歯みが

きの習慣化だけでなく定期的な検診受診や口腔機能保持のための行動を取

れる者を増やす。

生活習慣

病・がん

◎ １歳６か月児健診や３歳児健診では、徳島県と比べて肥満児が少ない傾向にあ

り、小学５年生でも減少傾向にある。

◎ 成人期ではＢＭＩ２５．０以上の妊婦が２割弱と増加傾向である。

◎ 成人全体ではＢＭＩ２５．０以上の者が２割強で、特に男性に多く、３０歳代以降

で増加している。

◎ がん検診受診率はいずれも低く、乳がん・子宮頸がん検診を除く検診では、若

年層の受診率が低い。理由として、「面倒」「必要性を感じない」といった回答

が多く、住民一人ひとりが検診の重要性を理解し、自ら受診していけるような

啓発活動が必要である。

◎ 要介護認定者の有病率は、心臓病が６割強と最も高く、次いで筋・骨格、高血

圧症、脂質異常症、糖尿病、アルツハイマー病を除く認知症、脳疾患である。

◎ 高齢期では、身体機能の低下を招く低栄養にも注視する。

地域との

つながり

◎ 日常生活における孤独感が自殺につながる可能性があり、自殺予防としての

「孤立予防」の取組を推進していく。ひきこもり家庭や一人暮らし世帯が地域

社会とゆるやかにつながりを持てるようなアプローチを検討する。



１． 基本理念

一人ひとりが健康に関心を持ち、行動できるまち きたじま

前期計画では基本理念を「乳幼児から高齢者までライフステージに応じた計画で、１０年

後の北島町民の脳・心臓・腎臓を守る」と設定し、住民のライフステージに応じた分野ごと

の健康づくりの取組を推進するとともに、日頃の病気・疾病予防から医療機関への受診、

介護保険の利用、終末期医療に至るまでの段階に応じた本町の現状把握に努め、住民一

人ひとりの健康増進に努めてきました。

前期計画策定時から１０年が経過する中で、社会全体の変化は著しく、健康増進の分野

では、住民自身が健康や子育てに関する情報も含めた様々な情報について、インターネッ

ト等を通じて入手しやすくなりました。健康づくりの取組を推進する際には、住民一人ひと

りが健康づくりに関心を持ち、「正しい情報」に基づいて健康づくりに取り組むことが重要

です。健康づくりに関する正しい知識の普及・啓発を推進するとともに、健康教室等を通じ

た“健康力（ヘルスリテラシー）”を高め、住民自らの行動変容につながる支援を、住民と行

政、関係機関が一体となって取り組んでいきます。

２． 施策展開（概要）

基本理念を達成するために、「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養・睡眠」「飲酒・喫

煙」「歯・口腔の健康」「生活習慣病・がん」の６分野について、分野別の重点目標と、重点

目標を達成するための取組を定め、本計画期間中も継続的に取組を推進します。

また、本計画では新たに「地域とのつながり」という分野を設けることで、健康づくりに関

わる個人のみならず、地域全体の社会環境の整備を推進するとともに、住民が健康づくり

活動をはじめとした様々な社会参加の機会に、積極的に関わっていけるように支援します。

なお、「休養・睡眠」の分野においては、「自殺対策推進計画」の施策・事業も掲載し、健

康増進計画の施策・事業と一体的に実施していきます。

それぞれの分野で実施する施策・事業を通して、がん、循環器系疾患、糖尿病をはじめ

とした生活習慣病の発症と重症化を予防するように努めます。住民一人ひとりの行動と健

康状態を改善するとともに、健康づくりに向けた地域全体の社会環境を整備していくこと

で、住民の健康寿命の延伸を目指します。

また、健康づくりにかかる施策・事業を推進していく際には、「妊娠期」「乳幼児期」「学童

期」「思春期・青年期」「壮年期」「中年期」「高齢期」といったライフステージごとに必要な取

組や対策を検討するとともに、ライフコースに沿った効果的な取組方法等を模索していく

必要があります。

第４章 計画の基本的な考え方



１． 基本理念

一人ひとりが健康に関心を持ち、行動できるまち きたじま

前期計画では基本理念を「乳幼児から高齢者までライフステージに応じた計画で、１０年

後の北島町民の脳・心臓・腎臓を守る」と設定し、住民のライフステージに応じた分野ごと

の健康づくりの取組を推進するとともに、日頃の病気・疾病予防から医療機関への受診、

介護保険の利用、終末期医療に至るまでの段階に応じた本町の現状把握に努め、住民一

人ひとりの健康増進に努めてきました。

前期計画策定時から１０年が経過する中で、社会全体の変化は著しく、健康増進の分野

では、住民自身が健康や子育てに関する情報も含めた様々な情報について、インターネッ

ト等を通じて入手しやすくなりました。健康づくりの取組を推進する際には、住民一人ひと

りが健康づくりに関心を持ち、「正しい情報」に基づいて健康づくりに取り組むことが重要

です。健康づくりに関する正しい知識の普及・啓発を推進するとともに、健康教室等を通じ

た“健康力（ヘルスリテラシー）”を高め、住民自らの行動変容につながる支援を、住民と行

政、関係機関が一体となって取り組んでいきます。

２． 施策展開（概要）

基本理念を達成するために、「栄養・食生活」「身体活動・運動」「休養・睡眠」「飲酒・喫

煙」「歯・口腔の健康」「生活習慣病・がん」の６分野について、分野別の重点目標と、重点

目標を達成するための取組を定め、本計画期間中も継続的に取組を推進します。

また、本計画では新たに「地域とのつながり」という分野を設けることで、健康づくりに関

わる個人のみならず、地域全体の社会環境の整備を推進するとともに、住民が健康づくり

活動をはじめとした様々な社会参加の機会に、積極的に関わっていけるように支援します。

なお、「休養・睡眠」の分野においては、「自殺対策推進計画」の施策・事業も掲載し、健

康増進計画の施策・事業と一体的に実施していきます。

それぞれの分野で実施する施策・事業を通して、がん、循環器系疾患、糖尿病をはじめ

とした生活習慣病の発症と重症化を予防するように努めます。住民一人ひとりの行動と健

康状態を改善するとともに、健康づくりに向けた地域全体の社会環境を整備していくこと

で、住民の健康寿命の延伸を目指します。

また、健康づくりにかかる施策・事業を推進していく際には、「妊娠期」「乳幼児期」「学童

期」「思春期・青年期」「壮年期」「中年期」「高齢期」といったライフステージごとに必要な取

組や対策を検討するとともに、ライフコースに沿った効果的な取組方法等を模索していく

必要があります。

第４章 計画の基本的な考え方



３． 施策体系

【分野・重点取組】

１． ベジ活！～カラダに優しい食べ方を～

２． 適塩きたじまプロジェクト

１． 歩数・筋肉量アップ

２． フレイル予防

１． 働く世代へのアプローチ

１． 行動変容のための啓発・教育

１． 歯周病検診

２． 健口の保持増進

１． がん検診

２． 高血圧重症化予防

３． 骨粗鬆症検診

１． 孤立予防

栄養・食生活

生活習慣病・がん

【基本理念】

地域とのつながり

身体活動・運動

休養・睡眠　【自殺対策計画】

飲酒・喫煙

歯・口腔の健康

一
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と
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１． 栄養・食生活

（１） 重点目標と重点取組

・ 適量の野菜を摂取して適正体重を維持する。

・ 外食に比べて薄味の家庭料理を普及する。

・ 「第３次北島町食育推進計画」（令和２年度～令和６年度）との整合性を図りつつ、

本町の農林水産業に親しみ、様々な体験を通して、食べることへの感謝の気持ちや

食べ物を大切にする気持ちを育んでいけるような「地産地消」をテーマとした食育を

推進する。

・ 住民の食生活を“みえる化”し、住民の特性に応じた健康づくりの取組を検討・周知

する。

・ ２５．０以上のメタボリック・シンドロームに該当する住民や妊婦の減少と、住民

の死因別死亡率（がん、循環器疾患等）の減少を目指す。

・ ２０．０以下の高齢者を減らす。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① ベジ活！

～カラダに優しい食べ方を～

担当課 健康保険課、子育て支援課、

町立保育所、給食センター

取組

内容

住民の１日あたりの野菜摂取量について、「健康日本２１（第３次）」における目標値であ

る３５０ｇに近づけ、がん、循環器疾患、肥満、生活習慣病等の各種疾病・病気等の予防に

努める。

取組

目標
○朝食での副菜における野菜摂取率を増加させる。

重点取組② 適塩きたじまプロジェクト
担当課 健康保険課、子育て支援課、

給食センター

取組

内容

高血圧症状の方や濃い味嗜好の住民が多い現状について、町内スーパーや銀行、病院

等で周知する。

取組

目標

○「健康日本２１（第３次）」における１日あたりの塩分摂取量の目標値７ｇに近づけ、心疾

患、脳血管疾患等の死亡率の減少を図る。

第５章 健康きたじま２１（第３次）の取組



３． 施策体系

【分野・重点取組】

１． ベジ活！～カラダに優しい食べ方を～

２． 適塩きたじまプロジェクト

１． 歩数・筋肉量アップ

２． フレイル予防

１． 働く世代へのアプローチ

１． 行動変容のための啓発・教育

１． 歯周病検診

２． 健口の保持増進

１． がん検診

２． 高血圧重症化予防

３． 骨粗鬆症検診

１． 孤立予防

栄養・食生活

生活習慣病・がん

【基本理念】

地域とのつながり

身体活動・運動

休養・睡眠　【自殺対策計画】

飲酒・喫煙

歯・口腔の健康

一
人
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１． 栄養・食生活

（１） 重点目標と重点取組

・ 適量の野菜を摂取して適正体重を維持する。

・ 外食に比べて薄味の家庭料理を普及する。

・ 「第３次北島町食育推進計画」（令和２年度～令和６年度）との整合性を図りつつ、

本町の農林水産業に親しみ、様々な体験を通して、食べることへの感謝の気持ちや

食べ物を大切にする気持ちを育んでいけるような「地産地消」をテーマとした食育を

推進する。

・ 住民の食生活を“みえる化”し、住民の特性に応じた健康づくりの取組を検討・周知

する。

・ ２５．０以上のメタボリック・シンドロームに該当する住民や妊婦の減少と、住民

の死因別死亡率（がん、循環器疾患等）の減少を目指す。

・ ２０．０以下の高齢者を減らす。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① ベジ活！

～カラダに優しい食べ方を～

担当課 健康保険課、子育て支援課、

町立保育所、給食センター

取組

内容

住民の１日あたりの野菜摂取量について、「健康日本２１（第３次）」における目標値であ

る３５０ｇに近づけ、がん、循環器疾患、肥満、生活習慣病等の各種疾病・病気等の予防に

努める。

取組

目標
○朝食での副菜における野菜摂取率を増加させる。

重点取組② 適塩きたじまプロジェクト
担当課 健康保険課、子育て支援課、

給食センター

取組

内容

高血圧症状の方や濃い味嗜好の住民が多い現状について、町内スーパーや銀行、病院

等で周知する。

取組

目標

○「健康日本２１（第３次）」における１日あたりの塩分摂取量の目標値７ｇに近づけ、心疾

患、脳血管疾患等の死亡率の減少を図る。

第５章 健康きたじま２１（第３次）の取組



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１

栄養・保健指導（乳幼児健診）

○健康モニタリング装置を使用した

栄養・保健指導

○（１歳６か月児健診）

経皮的貧血測定

○（２歳児健診）ベジチェック

○（３歳児健診）血圧測定

（３歳児健診）問診票で「薄味」

を選択する保護者数の増加
子育て支援課

２ 野菜もりもり食べよう作戦

野菜が多い献立の残食１５％

以下（基準献立の残食率を年

３回以上測定）

給食センター

３
給食だよりやレシピ・掲示物等での家

庭への情報提供

野菜を積極的に食べる 取り

入れる 家庭の増加
町立保育所

４

ドキドキクッキング

○野菜レシピの掲載

○適塩のポイントをレシピ中に含

め、アンケートを実施する。

○保護者アンケートで①野菜

レシピ、②適塩ポイント（レシピ

中に含める）が役に立ったと

答える人の増加

給食センター

５ 健康づくりの会による啓発活動

○１品で７０ｇ摂れる野菜レシ

ピ集、適塩レシピ集を作成

○野菜の日（８月３１日）、高血

圧の日（５月１７日）等での啓

発イベント実施

○朝食での副菜における野菜

摂取量の増加

○外食に比べて薄味の家庭

料理の普及

健康保険課

６

栄養教室

（教室を受講することで、正しい野菜の

摂取量や適塩に関する知識を身につ

け、健康力（ヘルスリテラシー）を高め

る。）

○朝食での副菜における野菜

摂取量の増加

○外食に比べて薄味の家庭

料理の普及

健康保険課

７

食生活普及改善運動

（毎年９月、町内スーパーや銀行、病院

等の目につくところに、ポスターやポ

ップを掲示する。）

ポスター・ポップ掲示店舗の

増加
健康保険課

２． 身体活動・運動

（１） 重点目標と重点取組

・ 住民一人ひとりの１日あたりの歩数と、筋肉量を増加させる。

・ 「運動器の機能低下リスク」該当者（立ち上がる、階段を昇る、歩き続けるといった

動作ができない、かつ転倒経験や転倒に対する不安が大きい高齢者）を減少させ

る。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① 歩数・筋肉量アップ 担当課 健康保険課

取組

内容

特に働き盛りの３０歳代～５０歳代で、運動不足だと感じている者が多くみられるた

め、ライフステージに応じた運動の習慣化を促すような、教室開催、情報提供を推進する。

取組

目標
○運動習慣者を増やしていくことで、１日あたりの歩数と、筋肉量を増やす。

重点取組② フレイル予防 担当課 健康保険課、地域包括支援センター

取組

内容

フレイル（要介護状態に至る前段階。身体だけでなく、精神・心理や社会的な脆弱性によ

る多面的な問題を抱えやすく、健康障害を招きやすいハイリスク状態）予防の３つの柱で

ある「栄養（食・口腔機能）」「運動」「社会参加」の向上に取り組む。

取組

目標

○住民自らがフレイル予防について考え、フレイル予防に資する行動をとることができ

る。



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１

栄養・保健指導（乳幼児健診）

○健康モニタリング装置を使用した

栄養・保健指導

○（１歳６か月児健診）

経皮的貧血測定

○（２歳児健診）ベジチェック

○（３歳児健診）血圧測定

（３歳児健診）問診票で「薄味」

を選択する保護者数の増加
子育て支援課

２ 野菜もりもり食べよう作戦

野菜が多い献立の残食１５％

以下（基準献立の残食率を年

３回以上測定）

給食センター

３
給食だよりやレシピ・掲示物等での家

庭への情報提供

野菜を積極的に食べる 取り

入れる 家庭の増加
町立保育所

４

ドキドキクッキング

○野菜レシピの掲載

○適塩のポイントをレシピ中に含

め、アンケートを実施する。

○保護者アンケートで①野菜

レシピ、②適塩ポイント（レシピ

中に含める）が役に立ったと

答える人の増加

給食センター

５ 健康づくりの会による啓発活動

○１品で７０ｇ摂れる野菜レシ

ピ集、適塩レシピ集を作成

○野菜の日（８月３１日）、高血

圧の日（５月１７日）等での啓

発イベント実施

○朝食での副菜における野菜

摂取量の増加

○外食に比べて薄味の家庭

料理の普及

健康保険課

６

栄養教室

（教室を受講することで、正しい野菜の

摂取量や適塩に関する知識を身につ

け、健康力（ヘルスリテラシー）を高め

る。）

○朝食での副菜における野菜

摂取量の増加

○外食に比べて薄味の家庭

料理の普及

健康保険課

７

食生活普及改善運動

（毎年９月、町内スーパーや銀行、病院

等の目につくところに、ポスターやポ

ップを掲示する。）

ポスター・ポップ掲示店舗の

増加
健康保険課

２． 身体活動・運動

（１） 重点目標と重点取組

・ 住民一人ひとりの１日あたりの歩数と、筋肉量を増加させる。

・ 「運動器の機能低下リスク」該当者（立ち上がる、階段を昇る、歩き続けるといった

動作ができない、かつ転倒経験や転倒に対する不安が大きい高齢者）を減少させ

る。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① 歩数・筋肉量アップ 担当課 健康保険課

取組

内容

特に働き盛りの３０歳代～５０歳代で、運動不足だと感じている者が多くみられるた

め、ライフステージに応じた運動の習慣化を促すような、教室開催、情報提供を推進する。

取組

目標
○運動習慣者を増やしていくことで、１日あたりの歩数と、筋肉量を増やす。

重点取組② フレイル予防 担当課 健康保険課、地域包括支援センター

取組

内容

フレイル（要介護状態に至る前段階。身体だけでなく、精神・心理や社会的な脆弱性によ

る多面的な問題を抱えやすく、健康障害を招きやすいハイリスク状態）予防の３つの柱で

ある「栄養（食・口腔機能）」「運動」「社会参加」の向上に取り組む。

取組

目標

○住民自らがフレイル予防について考え、フレイル予防に資する行動をとることができ

る。



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ テクとくきたじまスタンプラリー テクとく歩数の増加 健康保険課

２

理学療法士等による運動指導

○お母さんのお話タイム、楽育

教室での実施

○ヤング健診、特定健診受診者

への集団教室や集団結果

説明会等での実施

○骨粗鬆症検診受診者、

ＩＮＢＯＤＹ測定者への実施

○テクとく歩数の増加

○運動習慣者の割合の増加

健康保険課

子育て支援課

３

町民体力測定会

（自身の身体を知ることで、自身の

課題や強みに気づき行動へ移すこ

とができる。）

事業でのアンケート結果
地域包括支援

センター

４
骨粗鬆症検診

（４０歳代～５０歳代の女性）
骨粗鬆症検診の受診率の向上 健康保険課

専門職による地域巡回教室

（フレイル予防に関する正しい知識

を身につけることで、個々・集団で

のフレイル予防活動の効果が向上

する。）

体力測定、アンケート結果
地域包括支援

センター

３． 休養・睡眠 【自殺対策計画】

（１） 重点目標と重点取組

・ 「生きること」の包括的な支援を実施する。

自殺予防に関する普及・啓発の推進

（特に、児童生徒に対する「ＳＯＳの出し方」等の教育の推進）

自殺予防に資する人材養成

こころの健康づくりの推進

相談支援と福祉サービスの提供

大規模災害時に備えた取組の推進

自殺予防に関する地域のネットワークづくりの推進

・ 適切に休養を取ることで、日々の疲れを取り、心身ともに健やかに生活できるような、

睡眠の質を上げるための生活習慣の普及・啓発に取り組む。

◎自殺対策における推進体制

北島町

北島町役場
健康保険課

子育て支援課 教育委員会

徳島県
とくしま自殺予防センター（国保･地域共生課、精神保健福祉センター）

庁内関係課との連携

○老人クラブ連合会 ○婦人会

○精神保健ボランティア「ラブハンズ北島」

○民生委員・児童委員 ○社会福祉協議会

○板野東部青少年育成センター組合（子ども・若者総合相談センター）

○徳島労働基準監督署 ○徳島板野警察署、板野東部消防組合

関係団体等との連携

徳島県との連携



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ テクとくきたじまスタンプラリー テクとく歩数の増加 健康保険課

２

理学療法士等による運動指導

○お母さんのお話タイム、楽育

教室での実施

○ヤング健診、特定健診受診者

への集団教室や集団結果

説明会等での実施

○骨粗鬆症検診受診者、

ＩＮＢＯＤＹ測定者への実施

○テクとく歩数の増加

○運動習慣者の割合の増加

健康保険課

子育て支援課

３

町民体力測定会

（自身の身体を知ることで、自身の

課題や強みに気づき行動へ移すこ

とができる。）

事業でのアンケート結果
地域包括支援

センター

４
骨粗鬆症検診

（４０歳代～５０歳代の女性）
骨粗鬆症検診の受診率の向上 健康保険課

専門職による地域巡回教室

（フレイル予防に関する正しい知識

を身につけることで、個々・集団で

のフレイル予防活動の効果が向上

する。）

体力測定、アンケート結果
地域包括支援

センター

３． 休養・睡眠 【自殺対策計画】

（１） 重点目標と重点取組

・ 「生きること」の包括的な支援を実施する。

自殺予防に関する普及・啓発の推進

（特に、児童生徒に対する「ＳＯＳの出し方」等の教育の推進）

自殺予防に資する人材養成

こころの健康づくりの推進

相談支援と福祉サービスの提供

大規模災害時に備えた取組の推進

自殺予防に関する地域のネットワークづくりの推進

・ 適切に休養を取ることで、日々の疲れを取り、心身ともに健やかに生活できるような、

睡眠の質を上げるための生活習慣の普及・啓発に取り組む。

◎自殺対策における推進体制

北島町

北島町役場
健康保険課

子育て支援課 教育委員会

徳島県
とくしま自殺予防センター（国保･地域共生課、精神保健福祉センター）

庁内関係課との連携

○老人クラブ連合会 ○婦人会

○精神保健ボランティア「ラブハンズ北島」

○民生委員・児童委員 ○社会福祉協議会

○板野東部青少年育成センター組合（子ども・若者総合相談センター）

○徳島労働基準監督署 ○徳島板野警察署、板野東部消防組合

関係団体等との連携

徳島県との連携



■重点目標を達成するための取組

重点取組 働く世代へのアプローチ
担当課 健康保険課、教育委員会、子育て支援課、

危機情報管理課

取組

内容

中高年層の自殺者が多く、家族等への影響も大きいことから、働く世代の人たちが早

期から自身の心の変化に気付くとともに、働く世代の周囲の人たちも気付きに応じた適

切な対応がとれるように努める。専門性の有無にかかわらず､それぞれの立場で悩んで

いる人に寄り添い､関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ､支援する。

また、関係団体や企業と、年１回以上情報交換・研修等を実施することで、働く世代のこ

ころの健康の維持を事業所側からも進められるように支援する。

取組

目標

○こころの健康は、全ての人に関わる問題・課題であることを認識し、地域のつながりを

強くする取組や、日常生活におけるストレス解消、休養について知る機会を関係機関と

連携しながら取り組む。

○各世代の休養・睡眠状況について知り、健やかなこころを維持していくための取組を進める。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 広報活動の実施

○年４回以上の広報掲載

○自殺予防月間・週間での啓発

○関係施設、町内の公共施設に

向けて掲示物配布

○コティ祭り（１回／年）

○児童福祉月間の周知

○各小学校への休養や睡眠に関す

るパンフレットの配布

健康保険課

教育委員会

子育て支援課

２

相談支援

（妊産婦、子育て世帯の親子、成

人、高齢者、障がい者、外国人等）

（医療機関や関係機関と協力しな

がら、相談支援を実施）

○相談窓口の認知度向上 各関係課

３
こころの健康ボランティア養成

講座等の開催
講座の実施（年１回以上） 健康保険課

取組名 取組目標 担当課

４

大規模災害時に備えた取組

○災害時に備えた広報

○要支援者台帳の整備（高齢

者・医療ケア児等）

○訓練を通した関係機関、専門

職の連携

○被災者について、うつ病や

ＰＴＳＤ等からの自殺予防

訓練を通した関係機関との連携

強化（年１回以上）

健康保険課

危機情報管理

課

４． 飲酒・喫煙

（１） 重点目標と重点取組

・ 飲酒・喫煙に関する学びの機会を活用し、禁酒・禁煙に向けた、確かな行動変容に

つなげる。

■重点目標を達成するための取組

重点取組 行動変容のための啓発・教育 担当課 健康保険課、子育て支援課、教育委員会

取組

内容

飲酒・喫煙に関する知識の提供だけでなく、行動変容を促せるような健康教育が重要

である。また、住民を取り巻く社会環境の変容も重要であり、未成年等の飲酒防止の促進

や受動喫煙防止といった、禁酒・禁煙に取り組みやすい地域づくりに努める。

喫煙については、近年利用者が増加している「加熱式たばこ」もたばこであるという認

識を住民が持てるように、正しい知識の普及・啓発に努める。

取組

目標

○どのライフステージにおいても、飲酒・喫煙に関する正しい行動選択ができるように、

知識や情報を得る機会を設ける。特に、２０歳未満の若者に対しては、禁酒の推進と、

２０歳を超えてからは過剰なアルコール摂取による急性アルコール中毒等の予防を働

き掛ける。２０歳以上の成人に対しても、２０歳未満の若者に対する飲酒強要の防止等

を啓発していく。



■重点目標を達成するための取組

重点取組 働く世代へのアプローチ
担当課 健康保険課、教育委員会、子育て支援課、

危機情報管理課

取組

内容

中高年層の自殺者が多く、家族等への影響も大きいことから、働く世代の人たちが早

期から自身の心の変化に気付くとともに、働く世代の周囲の人たちも気付きに応じた適

切な対応がとれるように努める。専門性の有無にかかわらず､それぞれの立場で悩んで

いる人に寄り添い､関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ､支援する。

また、関係団体や企業と、年１回以上情報交換・研修等を実施することで、働く世代のこ

ころの健康の維持を事業所側からも進められるように支援する。

取組

目標

○こころの健康は、全ての人に関わる問題・課題であることを認識し、地域のつながりを

強くする取組や、日常生活におけるストレス解消、休養について知る機会を関係機関と

連携しながら取り組む。

○各世代の休養・睡眠状況について知り、健やかなこころを維持していくための取組を進める。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 広報活動の実施

○年４回以上の広報掲載

○自殺予防月間・週間での啓発

○関係施設、町内の公共施設に

向けて掲示物配布

○コティ祭り（１回／年）

○児童福祉月間の周知

○各小学校への休養や睡眠に関す

るパンフレットの配布

健康保険課

教育委員会

子育て支援課

２

相談支援

（妊産婦、子育て世帯の親子、成

人、高齢者、障がい者、外国人等）

（医療機関や関係機関と協力しな

がら、相談支援を実施）

○相談窓口の認知度向上 各関係課

３
こころの健康ボランティア養成

講座等の開催
講座の実施（年１回以上） 健康保険課

取組名 取組目標 担当課

４

大規模災害時に備えた取組

○災害時に備えた広報

○要支援者台帳の整備（高齢

者・医療ケア児等）

○訓練を通した関係機関、専門

職の連携

○被災者について、うつ病や

ＰＴＳＤ等からの自殺予防

訓練を通した関係機関との連携

強化（年１回以上）

健康保険課

危機情報管理

課

４． 飲酒・喫煙

（１） 重点目標と重点取組

・ 飲酒・喫煙に関する学びの機会を活用し、禁酒・禁煙に向けた、確かな行動変容に

つなげる。

■重点目標を達成するための取組

重点取組 行動変容のための啓発・教育 担当課 健康保険課、子育て支援課、教育委員会

取組

内容

飲酒・喫煙に関する知識の提供だけでなく、行動変容を促せるような健康教育が重要

である。また、住民を取り巻く社会環境の変容も重要であり、未成年等の飲酒防止の促進

や受動喫煙防止といった、禁酒・禁煙に取り組みやすい地域づくりに努める。

喫煙については、近年利用者が増加している「加熱式たばこ」もたばこであるという認

識を住民が持てるように、正しい知識の普及・啓発に努める。

取組

目標

○どのライフステージにおいても、飲酒・喫煙に関する正しい行動選択ができるように、

知識や情報を得る機会を設ける。特に、２０歳未満の若者に対しては、禁酒の推進と、

２０歳を超えてからは過剰なアルコール摂取による急性アルコール中毒等の予防を働

き掛ける。２０歳以上の成人に対しても、２０歳未満の若者に対する飲酒強要の防止等

を啓発していく。



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 禁酒指導・禁煙指導（妊娠届時） 妊娠中の飲酒・喫煙 ０％ 子育て支援課

２

２０歳未満の飲酒防止教育

（未成年の飲酒が、喫煙・違法薬物

等の使用にもつながりやすいこと

をふまえ、複合的な教育を検討・推

進する。）

２０歳未満の飲酒 ０％
健康保険課

教育委員会

３ ２０歳未満の喫煙防止教育 ２０歳未満の喫煙 ０％
健康保険課

教育委員会

４
成人期以降の適正な飲酒量とアル

コール依存症に関する啓発

○１日の適切な純アルコール量

（ ）を超えている者の減少

○適切なアルコール量の計算式を

知っている者の割合 ％

健康保険課

５

成人期以降の喫煙者への啓発

（喫煙者に対しては、禁煙を勧めな

がらも、生活習慣や健康診断の継

続、肺疾患予防等の健康啓発を行

う

○喫煙者の各検診受診率の向上

○禁煙者の増加
健康保険課

５． 歯・口腔の健康

（１） 重点目標と重点取組

・ 歯周病検診の重要性を理解し、住民自ら進んで検診を受診する者を増やす。

・ 「口腔機能の低下リスク」の該当者（咀嚼機能・嚥下機能・肺炎炎症リスク等を有す

る高齢者）の減少によって、何歳になっても食べ物を美味しく感じ、噛んで飲み込む

ことができるように、住民一人ひとりの口内環境の維持を促進する。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① 歯周病検診 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

住民が歯科検診等の必要性を理解し、歯科検診等を受診するように啓発活動を実施す

る。また、４０歳から７０歳の節目年数や、妊娠時等に実施する歯周病検診の検診内容を

充実させることで、住民の歯・口腔の健康と、歯・口腔の不調が関係する各種疾病等の防

止に努める。

取組

目標

○歯科検診・歯周病検診の受診率を向上させる。

○要精密検査者数を減少させる。

○歯や口腔に何らかの症状がある者を減少させる。

○歯周病予防と全身の健康について知っている者を増加させる。

重点取組② 健口の保持増進 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

口腔機能の低下リスクがある高齢者は増加傾向にあり、歯周病や口腔機能の低下がみ

られる前の若年層から、検診受診や口腔機能の保持のための行動を進んで取り組めるよ

うに支援する。

取組

目標

○歯周病を有する者を減少させる。

○よく噛んで食べることができる者を増加させる。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 歯科衛生士による相談会
よく噛んで食べることができる者

の増加
健康保険課

２

歯科指導（乳幼児健診）、

歯みがき指導

（町内３小学校の小学１・３・５年生

に歯科衛生士が指導を実施）

う蝕のない者の割合の増加（３歳

児健診、１２歳児：学校保健統計）
子育て支援課

３ 歯と口の健康についての啓発

○歯科検診・歯周病検診の受診率

の向上

○歯周病が全身に影響を与える

病気であることを知っている者

の増加

○歯や口についての症状がある者

の減少

○要精密検査者数の減少

健康保険課



（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 禁酒指導・禁煙指導（妊娠届時） 妊娠中の飲酒・喫煙 ０％ 子育て支援課

２

２０歳未満の飲酒防止教育

（未成年の飲酒が、喫煙・違法薬物

等の使用にもつながりやすいこと

をふまえ、複合的な教育を検討・推

進する。）

２０歳未満の飲酒 ０％
健康保険課

教育委員会

３ ２０歳未満の喫煙防止教育 ２０歳未満の喫煙 ０％
健康保険課

教育委員会

４
成人期以降の適正な飲酒量とアル

コール依存症に関する啓発

○１日の適切な純アルコール量

（ ）を超えている者の減少

○適切なアルコール量の計算式を

知っている者の割合 ％

健康保険課

５

成人期以降の喫煙者への啓発

（喫煙者に対しては、禁煙を勧めな

がらも、生活習慣や健康診断の継

続、肺疾患予防等の健康啓発を行

う

○喫煙者の各検診受診率の向上

○禁煙者の増加
健康保険課

５． 歯・口腔の健康

（１） 重点目標と重点取組

・ 歯周病検診の重要性を理解し、住民自ら進んで検診を受診する者を増やす。

・ 「口腔機能の低下リスク」の該当者（咀嚼機能・嚥下機能・肺炎炎症リスク等を有す

る高齢者）の減少によって、何歳になっても食べ物を美味しく感じ、噛んで飲み込む

ことができるように、住民一人ひとりの口内環境の維持を促進する。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① 歯周病検診 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

住民が歯科検診等の必要性を理解し、歯科検診等を受診するように啓発活動を実施す

る。また、４０歳から７０歳の節目年数や、妊娠時等に実施する歯周病検診の検診内容を

充実させることで、住民の歯・口腔の健康と、歯・口腔の不調が関係する各種疾病等の防

止に努める。

取組

目標

○歯科検診・歯周病検診の受診率を向上させる。

○要精密検査者数を減少させる。

○歯や口腔に何らかの症状がある者を減少させる。

○歯周病予防と全身の健康について知っている者を増加させる。

重点取組② 健口の保持増進 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

口腔機能の低下リスクがある高齢者は増加傾向にあり、歯周病や口腔機能の低下がみ

られる前の若年層から、検診受診や口腔機能の保持のための行動を進んで取り組めるよ

うに支援する。

取組

目標

○歯周病を有する者を減少させる。

○よく噛んで食べることができる者を増加させる。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 歯科衛生士による相談会
よく噛んで食べることができる者

の増加
健康保険課

２

歯科指導（乳幼児健診）、

歯みがき指導

（町内３小学校の小学１・３・５年生

に歯科衛生士が指導を実施）

う蝕のない者の割合の増加（３歳

児健診、１２歳児：学校保健統計）
子育て支援課

３ 歯と口の健康についての啓発

○歯科検診・歯周病検診の受診率

の向上

○歯周病が全身に影響を与える

病気であることを知っている者

の増加

○歯や口についての症状がある者

の減少

○要精密検査者数の減少

健康保険課



６． 生活習慣病・がん

（１） 重点目標と重点取組

・ 住民が検診の必要性について理解できるように努め、広報等を活用して、検診の受

診勧奨を実施する。

・ 高血圧の発症予防・重症化予防に努める。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① がん検診 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容
住民に対して、以下のがん検診等の受診を啓発、検診に対する理解向上に努める。

取組

目標

○各種がん検診の受診率を向上させ、がん死亡率を低下させる。

○若年層（２０歳代～５０歳代）の受診率を向上させる。

重点取組② 高血圧重症化予防 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

本町の心疾患の死亡率は第３位であり、死亡数に占める割合も男性は第２位、女性は

第１位となっている。

本町では高血圧症状の者が多いことから、高血圧の発症予防や重症化予防に向けて、

保健指導や情報提供を実施する。

取組

目標

○高血圧の発症予防や重症化予防により、心疾患の死亡率の減少と血管性認知症による

要介護認定の減少を図る。

重点取組③ 骨粗鬆症検診 担当課 健康保険課

取組

内容

４０歳代～５０歳代の女性やレントゲン検査者等を対象に、骨粗鬆症予防に向けた検診

の受診勧奨を実施することで、検診受診率の向上に努める。

取組

目標
○骨粗鬆症検診受診率を向上させ、骨粗鬆症による骨折を減らす。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１
ホームページ・ ・個別通知・

妊娠届出時等での受診勧奨

○各種健診・検診の受診率の向上

○町の検診の受診方法を知らない

人の減少

健康保険課

子育て支援課

２ 検診啓発標語コンクール 応募人数の増加 健康保険課

３

健診

○ヤング健診

（２０歳代～３０歳代）

○特定健診（４０～７４歳の北島

町国保加入者）

○生活保護健診（４０歳以上の

生活保護受給者）

○後期高齢者医療制度健診

（７５歳以上）

ヤング健診、特定健診の受診率の

向上
健康保険課

４

健診や医療機関等の未受診者

（一人暮らし世帯）への訪問、

精密検査結果を受けた訪問

○訪問数の増加

○精密検査の未受診者数の減少

○がんが原因で亡くなる人の減少

健康保険課

５

集団教室、集団結果説明会

○ヤング健診

（２０歳代～３０歳代）

○特定健診（４０～７４歳の北島

町国保加入者）

○メタボリックシンドロームの該当

者及び予備群の減少

○高血圧の改善

○特定保健指導の実施率の向上

健康保険課

６

妊婦健診結果の見方説明

（妊娠届時）、来庁による健診結果

の個別相談

子育て支援課

健康保険課

７ がん検診受診者インタビュー 若年層のがん検診受診率の向上 健康保険課

８
ＨＰＶワクチン接種勧奨

（個別通知、広報）
子育て支援課

９ 生活習慣病予防教室 子育て支援課

１０

運動指導・栄養指導

（骨粗鬆症検診受診者、ＩＮＢＯＤＹ

測定者）

○骨折予防や筋肉を増やすための

運動、食事を行う者の増加
健康保険課



６． 生活習慣病・がん

（１） 重点目標と重点取組

・ 住民が検診の必要性について理解できるように努め、広報等を活用して、検診の受

診勧奨を実施する。

・ 高血圧の発症予防・重症化予防に努める。

■重点目標を達成するための取組

重点取組① がん検診 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容
住民に対して、以下のがん検診等の受診を啓発、検診に対する理解向上に努める。

取組

目標

○各種がん検診の受診率を向上させ、がん死亡率を低下させる。

○若年層（２０歳代～５０歳代）の受診率を向上させる。

重点取組② 高血圧重症化予防 担当課 健康保険課、子育て支援課

取組

内容

本町の心疾患の死亡率は第３位であり、死亡数に占める割合も男性は第２位、女性は

第１位となっている。

本町では高血圧症状の者が多いことから、高血圧の発症予防や重症化予防に向けて、

保健指導や情報提供を実施する。

取組

目標

○高血圧の発症予防や重症化予防により、心疾患の死亡率の減少と血管性認知症による

要介護認定の減少を図る。

重点取組③ 骨粗鬆症検診 担当課 健康保険課

取組

内容
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取組

目標
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（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１
ホームページ・ ・個別通知・

妊娠届出時等での受診勧奨
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○町の検診の受診方法を知らない

人の減少
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２ 検診啓発標語コンクール 応募人数の増加 健康保険課
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健診
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（２０歳代～３０歳代）

○特定健診（４０～７４歳の北島

町国保加入者）

○生活保護健診（４０歳以上の

生活保護受給者）

○後期高齢者医療制度健診

（７５歳以上）

ヤング健診、特定健診の受診率の

向上
健康保険課

４

健診や医療機関等の未受診者

（一人暮らし世帯）への訪問、

精密検査結果を受けた訪問

○訪問数の増加

○精密検査の未受診者数の減少

○がんが原因で亡くなる人の減少

健康保険課

５

集団教室、集団結果説明会

○ヤング健診

（２０歳代～３０歳代）

○特定健診（４０～７４歳の北島

町国保加入者）

○メタボリックシンドロームの該当

者及び予備群の減少

○高血圧の改善

○特定保健指導の実施率の向上

健康保険課

６

妊婦健診結果の見方説明

（妊娠届時）、来庁による健診結果

の個別相談

子育て支援課

健康保険課

７ がん検診受診者インタビュー 若年層のがん検診受診率の向上 健康保険課

８
ＨＰＶワクチン接種勧奨

（個別通知、広報）
子育て支援課

９ 生活習慣病予防教室 子育て支援課

１０

運動指導・栄養指導

（骨粗鬆症検診受診者、ＩＮＢＯＤＹ

測定者）

○骨折予防や筋肉を増やすための

運動、食事を行う者の増加
健康保険課



７． 地域とのつながり

（１） 重点目標と重点取組

・ 「健康日本２１（第３次）」のこころの健康の維持及び向上に向けて、孤立している人

の減少に努める。

・ 「閉じこもりリスク」該当者（定期的に外出していない高齢者）を減少させる。

・ 週１回以上地域活動（ボランティアグループ、スポーツグループ、趣味・学習・教養等

のグループ、介護予防の通いの場、老人クラブ、自治会・町内会、就労の場等）へ参

加している者の割合を増加させる。

■重点目標を達成するための取組

重点取組 孤立予防
担当課 子育て支援課（子育て支援施設 ）、

健康保険課、地域包括支援センター

取組

内容

令和２（２０２０）年１０月に妊産婦や乳幼児の保護者の相談を受ける子育て世代包括支

援センター「にこふわ」を設置した。また、子どもや家庭の相談施設として、令和３

（２０２１）年度に子育て支援施設「Ｋｏｔｉ」を開所している。子育てに悩みを抱える両親・祖

父母、子ども自身が孤立しないように、相談や訪問をして誰もが気軽に相談できる施設

を目指す。

また、定年退職後、社会から孤立し孤独を感じることで、アルコール多飲や引きこもり

等になるケースがある。退職後は北島町国保に加入することが多いことから、６０歳以上

で社会保険離脱を事由に北島町国保へ加入した者に対して、孤立予防に向けたアプロー

チを実施する。

取組

目標

○町の広報紙等で広報しているが、未だ周知されていないのが現状である。継続的に広

報活動を実施し、施設の認知度を上げるとともに、利用者数を増やす。

○こころの健康の維持、向上を図るため、孤立している人の減少に努める。

（２） 取組一覧

取組名 取組目標 担当課

１ 地域とのつながりをつくる
関係機関との連絡調整により、

住民と地域のつながりをつくる
子育て支援課

２

学ぶ機会をつくる

○ペアレントプログラム

（１クール／年以上）

○講習会（毎年内容は変更）

行事での経験を日常生活に活かせ

たと思う住民の増加
子育て支援課

３

前年度、社会保険離脱により、

北島町国保に加入した者（一人

暮らし世帯または親と本人のみの

世帯）へのアプローチ

地域活動への参加状況が週１回以

上の者の増加

健康保険課、

地域包括支援

センター

４ 地域活動支援 住民主体の通いの場２４か所開催
地域包括支援

センター

５

フレイル予防に関するボランティア

の育成

（高齢者の活躍を促進するととも

に、フレイル予防について発信で

きる高齢者を増やす。）

○フレイルトレーナー数の増加

○フレイルトレーナーの

活動回数の増加

地域包括支援

センター
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８． ライフコースに基づいた取組一覧

別添

別添

月経不順・ホルモンバランスの異常

栄養・保健指導（乳幼児健診）

給食だよりやレシピ・掲示物等での家庭への情報提供

骨粗鬆症のリスク増

妊娠・出産による家族形態の変化

貧血

極端なダイエット

８．　ライフコースに基づいた取組一覧

栄
養
・
食
生
活

身
体
活
動
・
運
動

休
養
・
睡
眠

胎児期 幼年期 学童期

高齢者の痩せ（低栄養状態）

80歳代以上70歳代６０歳代５０歳代思春期～青年期 ４０歳代　　　　30歳代２０歳代

循環器疾患のリスク増

北
島
町
の
取
組

栄養の偏り

健
康
課
題

健
康
課
題

ベジ活！～カラダに優しい食べ方を～

適塩きたじまプロジェクト

野菜もりもり食べよう作戦

ドキドキクッキング

健康づくりの会による啓発活動

食生活普及改善運動

死別等の悲しみ

北
島
町
の
取
組

大規模災害時に備えた取組

こころの健康ボランティア　　　　　　　　　養成講座等の開催

相談支援

広報活動の実施

働く世代へのアプローチ

職場等でのストレス増

育児等でのストレス増

睡眠時間の減少、慢性的な疲労不規則な生活リズム

PC等の長時間利用

子の独立や家族形態の変化

町民体力測定会

専門職による地域巡回教室

北
島
町
の
取
組

メタボリックシンドローム・　　　　　　　　高血圧・糖尿病・脂質異常症のリスク増

成人期からの肥満

遺伝性の
高コレステロール

子どもの肥満

栄養教室

骨粗鬆症検診（※女性）

運動不足
体力・持久力の低下

学業や友人関係等でのストレス増

骨粗鬆症のリスク増カルシウム不足等

視力の低下や脳の疲れ

運動器の機能低下（立ち上がる、階段を昇ること等の困難、転倒不安等）

健
康
課
題

フレイル予防

歩数・筋肉量アップ

テクとくきたじまスタンプラリー

理学療法士等による運動指導
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別添 別添
妊婦の飲酒・喫煙 幼児の発達遅延等のリスク増

妊娠期歯周病による早産のリスク増

妊婦健診結果の見方説明

検診啓発標語コンクール

子育て世帯の孤立

地
域
と
の

つ
な
が
り

歯
・
口
腔
の
健
康

生
活
習
慣
病
・
が
ん

飲
酒
・
喫
煙

北
島
町
の

取
組

２０歳未満の喫煙防止教育

行動変容のための啓発・教育

　　　　　　　　　がんのリスク増

循環器疾患のリスク増

COPDのリスク増

健
康
課
題

受動喫煙 本人の飲酒・喫煙

ゲートウェイドラッグとしてのリスク増

成人期以降の適正な飲酒量　　　　　　　とアルコール依存症に関する啓発

成人期以降の喫煙者への啓発

地域とのつながり不足 退職後の孤独 閉じこもり

幼少期からの虫歯
歯周病のリスク増

循環器疾患のリスク増

歯の喪失

成人期からの肥満

健口の保持増進

歯科衛生士による相談会

運動指導・栄養指導

歯周病検診

健
康
課
題

口腔機能の低下（咀嚼・嚥下の困難、肺炎炎症のリスク増）

高齢者の痩せ

メタボリックシンドローム・　　　　　　　　高血圧・糖尿病・脂質異常症のリスク増

心臓病・脳疾患・筋骨格系疾患のリスク増

認知症のリスク増

歯周病検診

妊婦の肥満

乳幼児の肥満 子どもの肥満

歯と口の健康についての啓発

禁酒指導・禁煙指導
２０歳未満の飲酒防止教育

歯科指導（乳幼児健診）、歯みがき指導

北
島
町

の
取
組

骨粗鬆症検診（※女性）

高血圧重症化予防

がん検診

北
島
町
の
取
組

ホームページ・SNS・個別通知・妊娠届出時等での受診勧奨

ヤング健診、集団教室・集団　　　　　　　　結果説明会 特定健診、集団教室・集団結果説明会

生活保護健診

後期高齢者医療制度健診

健診や医療機関等の未受診者　　　　　　（一人暮らし世帯）への訪問、精密検査結果を受けた訪問

がん検診受診者インタビュー

健
康
課
題

フレイル予防に関するボランティアの育成

北
島
町
の
取
組

胎児期 幼年期 学童期 思春期～青年期 ２０歳代 　　　　30歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 70歳代 80歳代以上

孤立予防

地域とのつながりをつくる

学ぶ機会をつくる

前年度、社会保険離脱により、北島町国保に加入した者へのアプローチ

地域活動支援

ＨＰＶワクチン接種勧奨

生活習慣病予防教室

子育て世帯の孤立

課
題
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成人期以降の喫煙者への啓発

地域とのつながり不足 退職後の孤独 閉じこもり

幼少期からの虫歯
歯周病のリスク増

循環器疾患のリスク増

歯の喪失

成人期からの肥満

健口の保持増進

歯科衛生士による相談会

運動指導・栄養指導

歯周病検診

健
康
課
題

口腔機能の低下（咀嚼・嚥下の困難、肺炎炎症のリスク増）

高齢者の痩せ

メタボリックシンドローム・　　　　　　　　高血圧・糖尿病・脂質異常症のリスク増

心臓病・脳疾患・筋骨格系疾患のリスク増

認知症のリスク増

歯周病検診

妊婦の肥満

乳幼児の肥満 子どもの肥満

歯と口の健康についての啓発

禁酒指導・禁煙指導
２０歳未満の飲酒防止教育

歯科指導（乳幼児健診）、歯みがき指導

北
島
町

の
取
組

骨粗鬆症検診（※女性）

高血圧重症化予防

がん検診

北
島
町
の
取
組

ホームページ・SNS・個別通知・妊娠届出時等での受診勧奨

ヤング健診、集団教室・集団　　　　　　　　結果説明会 特定健診、集団教室・集団結果説明会

生活保護健診

後期高齢者医療制度健診

健診や医療機関等の未受診者　　　　　　（一人暮らし世帯）への訪問、精密検査結果を受けた訪問

がん検診受診者インタビュー

健
康
課
題

フレイル予防に関するボランティアの育成

北
島
町
の
取
組

胎児期 幼年期 学童期 思春期～青年期 ２０歳代 　　　　30歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 70歳代 80歳代以上

孤立予防

地域とのつながりをつくる

学ぶ機会をつくる

前年度、社会保険離脱により、北島町国保に加入した者へのアプローチ

地域活動支援

ＨＰＶワクチン接種勧奨

生活習慣病予防教室

子育て世帯の孤立

課
題



本計画の分野別目標値として、以下の項目を定めます。

分野 策定時 目標値

①適正体重を維持している者の増加

やせの割合（ＢＭＩ 未満）
歳代

女性
減少傾向へ

～ 歳
男性

～ ０歳
女性

低栄養傾向の高齢者の減少（ＢＭＩ 以下
の高齢者（ 歳以上）の割合）

６５歳以上
現状維持

または減少

② 児童・生徒における肥満傾向児の減少

男性 減少傾向へ

女性 減少傾向へ

全出生数中の低出生体重児の割合の減少 減少傾向へ

①日常生活における歩数の増加

～ 歳 歩 歩

歳以上 歩
現状維持

または増加

②運動習慣者の割合の増加

男性

女性

総数

男性

女性

総数

①睡眠による休養がとれている者の増加 増加傾向へ

②その他：　自殺者の減少（人口 万人あたり） 減少傾向へ

①生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している者の減少

１日あたりの純アルコール摂取量 以上の
割合

男性 減少傾向へ

１日あたりの純アルコール摂取量 以上の
割合

女性 減少傾向へ

②その他：　妊娠中の飲酒をなくす（妊婦で飲酒している者の割合）

①喫煙率の減少（２０歳以上の者の喫煙率） 減少傾向へ

②妊娠中の喫煙をなくす（妊婦の喫煙率）

項目

肥満傾向にある子どもの割合の減少

増加

歳以上 増加

肥満者の割合栄
養
・
食
生
活

喫
煙

飲
酒

休
養
・

心
の
健
康

身
体
活
動
・
運
動

～ 歳

第６章 分野別目標値一覧



本計画の分野別目標値として、以下の項目を定めます。

分野 策定時 目標値
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～ 歳
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の高齢者（ 歳以上）の割合）

６５歳以上
現状維持

または減少

② 児童・生徒における肥満傾向児の減少

男性 減少傾向へ

女性 減少傾向へ

全出生数中の低出生体重児の割合の減少 減少傾向へ

①日常生活における歩数の増加

～ 歳 歩 歩

歳以上 歩
現状維持

または増加

②運動習慣者の割合の増加

男性

女性

総数

男性

女性

総数

①睡眠による休養がとれている者の増加 増加傾向へ

②その他：　自殺者の減少（人口 万人あたり） 減少傾向へ

①生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している者の減少

１日あたりの純アルコール摂取量 以上の
割合

男性 減少傾向へ

１日あたりの純アルコール摂取量 以上の
割合

女性 減少傾向へ

②その他：　妊娠中の飲酒をなくす（妊婦で飲酒している者の割合）

①喫煙率の減少（２０歳以上の者の喫煙率） 減少傾向へ

②妊娠中の喫煙をなくす（妊婦の喫煙率）

項目

肥満傾向にある子どもの割合の減少

増加

歳以上 増加

肥満者の割合栄
養
・
食
生
活

喫
煙

飲
酒

休
養
・

心
の
健
康

身
体
活
動
・
運
動

～ 歳

第６章 分野別目標値一覧



分野 策定時 目標値

成人

②その他：　乳幼児・学齢期のう蝕のない者の割合

3歳児でう蝕のない者の割合 3歳児
現状維持
さらに増加

12歳児の一人平均う蝕数の減少 12歳児 0.17歯 １歯未満

75歳未満
男性

75歳未満
女性

②がん検診の受診率の向上

男性

女性

男性

女性

男性

女性

乳がん 女性

子宮頚がん 女性

男性

女性

男性

女性

②高血圧の改善

４０歳以上
男性

４０歳以上
女性

③脂質（ＬＤＬコレステロール）高値の者の減少

４０歳以上
男性

４０歳以上
女性

策定時から
25％減少

⑤特定健康診査の実施率の向上

⑥特定保健指導の実施率の向上

①糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の減少（新規患者数） 2人
現状維持
または減少

減少傾向

④糖尿病有病者の増加の抑制 減少傾向

が
ん

①がんの年齢調整死亡率の減少
　（人口10万人あたり）

減少傾向へ

胃がん

肺がん

大腸がん

歯
・
口
腔
の

健
康

項目

糖
尿
病

②治療継続者の増加

③血糖コントロール不良者の減少
　（ＨｂＡ１ｃが8.0％以上の者の割合）

循
環
器
疾
患

①脳血管・虚血性心疾患の年齢調整死亡率減少（人口10万人あたり）

脳血管疾患

虚血性心疾患

収縮期血圧の平均値

④メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少
　（メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の人数）

減少傾向へ

策定時から
25％減少

①歯科検診の受診者の増加
　（過去１年間に歯科検診を受診した者の割合）

ＬＤＬコレステロール160mg/㎗以上の者の
割合

１． 策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号第 条第 項）に基づき、北島町における

健康増進計画の円滑な実施を確保するため、北島町健康増進計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次の事項について審議する。

（１） 北島町健康増進計画の策定に関する事項

（２） その他北島町健康増進計画の策定に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者、保健医療関係者、福祉団体関係者等のうちから、町長が委嘱する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。

２ 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

（部会）

第６条 委員長は、必要に応じ、部会を設置することができる。

（関係者の出席）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意

見を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年９月１日から施行する。

（失効）

２ この告示は、第２条の規定による審議が完了したときに、その効力を失う。

参考資料



分野 策定時 目標値

成人

②その他：　乳幼児・学齢期のう蝕のない者の割合

3歳児でう蝕のない者の割合 3歳児
現状維持
さらに増加

12歳児の一人平均う蝕数の減少 12歳児 0.17歯 １歯未満

75歳未満
男性

75歳未満
女性

②がん検診の受診率の向上

男性

女性

男性

女性

男性

女性

乳がん 女性

子宮頚がん 女性

男性

女性

男性

女性

②高血圧の改善

４０歳以上
男性

４０歳以上
女性

③脂質（ＬＤＬコレステロール）高値の者の減少

４０歳以上
男性

４０歳以上
女性

策定時から
25％減少

⑤特定健康診査の実施率の向上

⑥特定保健指導の実施率の向上

①糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の減少（新規患者数） 2人
現状維持
または減少

減少傾向

④糖尿病有病者の増加の抑制 減少傾向

が
ん

①がんの年齢調整死亡率の減少
　（人口10万人あたり）

減少傾向へ

胃がん

肺がん

大腸がん

歯
・
口
腔
の

健
康

項目

糖
尿
病

②治療継続者の増加

③血糖コントロール不良者の減少
　（ＨｂＡ１ｃが8.0％以上の者の割合）

循
環
器
疾
患

①脳血管・虚血性心疾患の年齢調整死亡率減少（人口10万人あたり）

脳血管疾患

虚血性心疾患

収縮期血圧の平均値

④メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少
　（メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の人数）

減少傾向へ

策定時から
25％減少

①歯科検診の受診者の増加
　（過去１年間に歯科検診を受診した者の割合）

ＬＤＬコレステロール160mg/㎗以上の者の
割合

１． 策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号第 条第 項）に基づき、北島町における

健康増進計画の円滑な実施を確保するため、北島町健康増進計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次の事項について審議する。

（１） 北島町健康増進計画の策定に関する事項

（２） その他北島町健康増進計画の策定に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者、保健医療関係者、福祉団体関係者等のうちから、町長が委嘱する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。

２ 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

（部会）

第６条 委員長は、必要に応じ、部会を設置することができる。

（関係者の出席）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意

見を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年９月１日から施行する。

（失効）

２ この告示は、第２条の規定による審議が完了したときに、その効力を失う。

参考資料



２． 策定委員名簿

氏名 所属 備考

１ 武山 光憲 北島町議会議長

２ 佐々木 紀子 北島町議会文教厚生常任委員長

３ 新居 英昭 北島町医師会会長

４ 瀧 親行 北島町歯科医師会会長

５ 岡久 玲子 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授

６ 齋藤 勝 北島町民生委員児童委員協議会会長

７ 天羽 栄子 北島町婦人会会長

８ 田代 八重美 北島町老人クラブ連合会会長

９ 市原 和子 北島町健康づくりの会会長

１０ 岡田 あかね 特定非営利活動法人 Ｙｏｕ＆ゆう 理事長

森本 明 北島町社会福祉協議会事務局長

藤本 宏 北島町副町長

天羽 俊夫 北島町教育長

朝野 真紀 北島町子育て支援課長

森本 秀樹 北島町社会福祉課長

亀田 真由美 北島町地域包括支援センター所長

３． 関連法令（抜粋）

◎ 健康増進法

第８条２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町

村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進

計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

◎ 自殺対策基本法

第１３条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府

県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を

勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市

町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

健康きたじま２１（第３次）

発行年月 令和６年３月

発行 北島町役場 健康保険課

〒
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２． 策定委員名簿

氏名 所属 備考

１ 武山 光憲 北島町議会議長

２ 佐々木 紀子 北島町議会文教厚生常任委員長

３ 新居 英昭 北島町医師会会長

４ 瀧 親行 北島町歯科医師会会長

５ 岡久 玲子 徳島大学大学院医歯薬学研究部教授

６ 齋藤 勝 北島町民生委員児童委員協議会会長

７ 天羽 栄子 北島町婦人会会長

８ 田代 八重美 北島町老人クラブ連合会会長

９ 市原 和子 北島町健康づくりの会会長

１０ 岡田 あかね 特定非営利活動法人 Ｙｏｕ＆ゆう 理事長

森本 明 北島町社会福祉協議会事務局長

藤本 宏 北島町副町長

天羽 俊夫 北島町教育長

朝野 真紀 北島町子育て支援課長

森本 秀樹 北島町社会福祉課長

亀田 真由美 北島町地域包括支援センター所長

３． 関連法令（抜粋）

◎ 健康増進法

第８条２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町

村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進

計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

◎ 自殺対策基本法

第１３条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府

県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を

勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市

町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。
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